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要約

児童相談所職員の現任研修の実態に関して初めて全国調査を行った。その結果、職員研修の実施状況に

おける自治体間格差が大きく、中には全く研修を行っていないところも見られた。また、職員に一般行政職を

充てている自治体より専門職を充てている自治体の方が研修数や研修期間、研修予算等が充実しているこ

と、全体的には厚生労働省の指導にもかかわらず職種別や経験年数に応じた研修など研修の体系化が図

られていないこと、基礎的知識の習得を目的とした講義形式の研修が多く、実践的技術を習得させる研修は

殆ど行われていないこと、研修成果に対する評価も殆ど行われていないことなどの問題点が浮き彫りになっ

た。次年度では研修の企画・実施者及び受講者を対象としたアンケート調査によりさらに詳細な実態を把握

するとともに、スーパービジョン体制の実態調査を行い、研修やスーパービジョン体制のあり方等について提

言を行う予定。

見出し語：現任研修、児童福祉司、心理判定員、一時保護所職員、研修評価
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Abstract：

This　study　is　based　on　the　s皿vey　about　the　actual　training　systems　for　the　staff　of　the　Child

Guidance　Centers　across　the　country，We　delivered　questiomaires　to　the　child　welfare　divisions　ofall

prefect皿es　who　have　competence　over　CGC。From　this　survey　a　number　of　issues　have　become　clear；

There　are　a　lot　ofgaps　conceming　the　actual　circumstances　ofthe　training　systems　among　prefect皿esl

There　are　few　systemized　trainings　based　on　the　kind　ofjobs，the　years　ofexperiences　and　so　on；Alot

oftraining　programs　have　purpose　to　give　fund．amental　knowledge　instead　ofgiving　sk皿s　for　practice；

The　evaluation　about　the　effects　of　training　have　scarcely　been　carried．out。

Next　year，we　are　supposed　to　grasp　for　further　details　from　planners，promoters　and　trainees　of

training．Also　we　will　s皿vey　about　actual　supervision　systems　and．make　suggestions　for　more

effective　systems　oftraining　and　supervision　for　the　staffof　CGC。

Key　words

Staff　training，chi1（1protection　worker，clinical　psychologist，temporary　care　worker，evaluation

systems　conceming　the　effbcts　oftraining
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1．研究目的

　近年、虐待相談が急増するなど、児童相談所

における相談内容は複雑・困難化しており、こ

れに対応する職員の資質向上が課題となってい

る。また、昨年11月に施行された「児童虐待

の防止等に関する法律」においても、国及び地

方公共団体は児童相談所等関係機関職員に対す

る研修等資質向上を図るための必要な措置を講

ずることとされている。

　国及び多くの自治体において、児童相談所職

員に対する研修を行っており、また、厚生労働

省はr児童相談所運営指針」等を通じてスーパ

ービジョン体制のあり方等について指導を行っ

ている。しかし、児童相談所職員の資質向上を

図るためのこれらの取組みについては未だ実態

が把握されていない。また、研修等における国、

自治体それぞれの位置づけや役割分担も明確で

はない。

　このため、本研究では、児童相談所職員に対

する自治体の研修やスーパービジョン等の実態、

課題を明らかにするとともに、児童相談所職員

の効果的な資質向上方策のあり方について提言

することを目的とした。

H．研究方法及び調査対象

　本研究は2ヵ年計画である。平成12年度は、

児童相談所を設置する全ての都道府県・指定都

市の児童福祉主管課（59ヶ所）を対象にアンケ

ート調査を実施し、研修の実態や課題を明らか

にした。

　平成13年度は、研修の実態をさらに詳細に

把握するため、研修の企画・実施者並びに受講

者へのアンケート調査を実施するとともに、ス

ーパービジョンの実態等に関するアンケート調

査を実施し、効果的な資質向上方策について提

言する予定である。

皿．都道府県・指定都市児童福祉主管課へのアン

ケート調査の結果

（1）基本データ

　調査対象59ヶ所に対し、回答を得たのは42

ヶ所、有効回収率は71．2％であった（表1）。

（2）研修数

　回答のあった研修は160研修、1自治体当り

の研修数は3．8研修であった。研修を実施して

いないところが4ヶ所あり、最多は14研修（1

ヶ所）であった。

　児童福祉司の全員を専門職で充てている自治

体の平均研修数は3．6研修であったのに対し、

全員が一般行政職の自治体では2．6研修、半数

以上を専門職で充てている自治体では4．3研修、

半数以上が一般行政職の自治体では3．4研修で

あり、専門職の比率が高い自治体の方が研修数

が多くなっている（児童福祉司の任用状況は厚

生労働省発表資料（平成11年7月1日現在）
を参照した）。なお、研修を実施していない自治

体4ヶ所の内訳は、全員が一般行政職2ヶ所、

全員が専門職2ヶ所であった（表2）。

（3）研修の実施主体

　県全体、児童相談所単位を含め児童相談所が

実施する研修が122研修で、全研修の76．3％を

占めており、次いで県の研修機関が15研修
（g．4％）、社会福祉協議会等民間の研修機関へ

の委託9研修（5．6％）、児童福祉主管課4研修

（2．5％）の順となっている（表3）。

（4）研修の企画主体

　児童相談所が企画する研修が126研修と全研

修の78．8％を占めており、次いで県の研修機関

14研修（8．8％）、委託先の民間研修機関8研修

（5．0％）、児童福祉主管課5研修（3．1％）の順

となっている（表4）。

　研修の企画主体と研修内容とのクロスでは、

児童福祉主管課が企画した研修では援助技術に

関する研修の比率が高く（10研修、62．5％）、

児童相談所が企画した研修では援助技術（246

研修、47．7％）及び児童福祉各論に係る研修

（211研修、40．9％）が高率となっている。県

の研修機関が企画した研修では、基礎知識に関

するものの比率が高くなっており（10研修、

47．6％）、委託先の研修機関の企画に係る研修で

は援助技術に関する内容の比率が16研修、
61．5％と高くなっている（表4－1）。

（5）研修の対象職種（MA）

　児童相談所の特定の職種を対象とした研修が

75研修、他の職種や他の機関職員との合同研修

が85研修であり、児童相談所の特定の職種を
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対象とした研修の方が少なくなっている。半数

以上を専門職で充てている自治体における職種

別研修の実施率は66．7％、半数以上を一般行政

職で充てている自治体では67．1％と両者で顕

著な差は見られない（表5）。

　児童福祉司及び心理判定員が参加できる研修

はいずれも113研修、70．6％であり、一時保護

所職員は88研修、55．0％、その他職員は81研

修50．6％となっている。その他職員で多かっ

たのは児童相談所職員では児童相談員（11件）、

全職員（10件）、事務職員（7件）等であり、

児童相談所以外の職員では児童福祉施設職員

（21件）、学校関係者（7件）、市町村児童福祉担

当者（6件）等となっている（表5－1、表5－
2）。

なっている（表7－1〉。

　対象者の経験年数別に研修の目的を見ると、

年数不問では高度知識46件（39．0％）、基礎知

識36件（30．5％）、高度技術15件（12．7％）、

基本技術11件（9．3％）となっている．1年未

満では基礎知識が23件（92．0％）と圧倒的に

多くなっているのに対し、1年～10年では高度

技術の割合が高くなっている（3件、60．0％）

（表7－2）。

　専門職の任用状況と研修目的との関係では、

半数以上を一般行政職で充てている自治体の方

が専門職を充てている自治体よりも畑識の習得

を目的とした研修が多く、逆に半数以上を専門

職で充てている自治体では技術の習得を目的と

した研修の実施率が高かった（表7－3）。

（6）対象職員の経験年数

　経験年数不問が121研修（75．6％）と最も多

く、次いで1年未満25研修（15．6％）であり、

両者で91．2％を占めている。10年以上の職員
のみを対象とした研修は皆無であった（表6）．

　なお、1年未満の職員を対象とした研修の実

施率は、半数以上を一般行政職で充てている自

治体では18．8％、半数以上を専門職で充ててい

る自治体では10．7％となっている（表6－1）。

（7）研修の目的

　基礎知識の習得を目的とした研修が最多で

65研修（40．6％）、次いでより高度な知識の習

得48研修（20．0％）、より高度な技術の習得19

研修（11．9％）、基本的な技術の修得14研修
（8．8％）の順となっており、知識の習得を目的

とした研修が多くなっている（表7）。

　職種別に研修の目的を見ると、児童福祉司で

は基礎的知識48件（43．6％）、高度知識32件
（29．1％）、基本技術11件（10．0％）、高度技術

11件（10．0％）となっており、心理判定員では

基礎的知識47件（42．3％）、高度知識33件
（29．7％）、高度技術14件（12．6％）、基本技術

10件（9．0％）となっており、両者ともほぼ同

じ傾向を示している。一時保護所職員を対象と

した研修では基礎知識43件（50．0）、高度知識

22件（25．6％）、高度技術9件（10．5％）、基本

技術7件（8．1％）となっており、他の職種に比

して基礎的知識の習得を目的とした研修が多く

（8）研修の形態（M．A）

　講義形式の研修が最も多く（125研修、
78．1％）、次いでグループ討議等の参加型形式

（85研修、53．1％）、職場実習（7研修、4．4％）

の順となっている（表8）。その他の形態では、

施設見学（8件）、事例研究・検討（4件）、情

報交換・経験交流（2件）などがあった（表8
－1）。

　なお、参加型研修の内訳では、課題解決のた

めのグループ討議54研修（33．8％）が最も多
く、次いでケーススタディ52研修（32．5％）、

ロールプレイ24研修（15．0％）等の順となっ

ている（表8－2）。

　対象者の経験年数と講義形式を見ると、1年

未満では講義形式23研修（56．1％）、参加型10

研修（24．4％）、職場実習5研修（12．2％）と多

様であるのに対し、経験年数不問では講義形式

89研修（52．7％）、参加型69研修（40．8％〉に

集中している。1年～10年未満では講義形式4

研修（57．1％）、参加型3研修（42．9％）と参加

型が相対的に多くなっている（表8－3）。

　研修目的との関係では、基礎知識の習得では

講義形式が59研修（62．8％）、参加型20研修
（21．3％）と講義形式の比率が高く、基本技術

では講義形式10研修（52．6％）、参加型8研修

（42．1％）、高度知識34研修では講義形式34

研修（50．7％）、参加型30研修（44．8％）と参

加型研修の割合が増加し、高度技術では講義形

式12研修（41．4％）、参加型17研修（58．6％）
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と参加型研修の方が多くなっている（表8－4）。

（9）研修の具体的内容（MA．）

　研修の具体的な内容では、主なものを多い順

に並べると、①児童虐待77研修（48．1％）、②

ケースワークのあり方54研修（33．8％）、③心

理療法43研修（26．9％）、④児童福祉全体の基

礎知識40研修（25．0％）、⑤不登校33研修
（20．6％）となっている（表9）。

　職種別に見ると、児童福祉司では①児童虐待

（55研修）、②ケースワークのあり方（51研修）、

③児童福祉全体の基礎知識（32研修）、④児童

相談所論（25研修）、⑤少年非行（24研修）、

心理判定員では①児童虐待（50研修）、②心理

療法（42研修）、③ケースワークのあり方（36

研修）、④心理診断法（28研修）、⑤児童福祉全

体の基礎知識（25研修）、一時保護職員では①

児童虐待（38研修）、②ケースワークのあり方

（34研修）、③心理療法（25研修）、④児童福

祉全体の基礎知識（23研修）、⑤児童相談所論

（21研修）となっており、児童虐待はいずれの

職種においても最多となっている（表9－1）。

　研修形態との関係を見ると、基礎的知識に関

する研修では講義形式69研修（53．9％）、参加

型形式36研修（28．1％）、職場実習15研修

（11．7％）であり、児童福祉論に関する研修で

は講義形式179研修（49．2％）、参加型研修132

研修（36．3％）、職場実習30研修（8．2％）、援

助技術等に関する研修では講義形式211研修

（36．6％）、参加型形式186研修（32．2％）、職

場実習30件数（5．2％）となっており、いずれ

の研修においても講義形式が多くなっているが、

援助技術に関する研修では参加型研修も多い
（表9－2）。

　研修目的別では、基礎知識の習得が4．0日、

高度知識、基礎的技術の習得がともに1．8日、

高度技術の習得が2．2日となっている（表10－
3）。

（11）研修講師（MA．）

　児童相談所職員が最多で75研修（46．9％）、

次いで学識経験者66研修（41．3％）、外部の医

師34研修（21．3％）等となっている（表11）。

　研修目的別では、基礎的知識の修得を目的と

した研修では児童相談所職員36研修（33．3％）、

学識経験者22研修（20．4％）、外部医師15研

修（13．9％）であり、高度知識の習得を目的と

した研修では学識経験者24研修（31．2％）、児

童相談所職員21研修（27．3％）、外部医師7研

修（9．1％）、弁護士5研修（6．5％）、基礎的技

術では児童相談所職員6研修（31．6％）、学識経

験者4研修（21．1％）、高度技術では学識経験者

10研修（33．3％）、児童相談所職員7研修
（23．3％）、外部医師5研修（16．7％）となって

おり、知識・技術とも基礎的なものは児童相談

所職員が、高度なものは学識経験者や外部医師

等の外部講師が講師になっている比率が高い
（表11－1）。

　研修内容別では、基礎的知識に関するもので

は児童相談所職員44研修（29．9％）、学識経験

者27研修（18．4％）、本庁の行政職18研修

（12．2％）等となっており、児童福祉各論では

児童相談所職員167研修（40．8％）、学識経験

者76研修（18．6％）、外部医師50研修（12．2％）、

援助技術その他では児童相談所職員179研修

（34．9％）、学識経験者126研修（24．6％）、外

部医師83研修（16．2％）の順となっている（表

11－2〉。

（10）研修期間

　3日以内の研修が129研修と全体の80．6％を

占めており、最多は1日で55研修（34．4研修）

となっている。1研修当たりの平均研修期間は

3．2日である（表10、表10－1）。

　なお、半数以上を専門職で充てている自治体

の研修期間は平均3．6日、一般行政職を当てて

いる自治体では2．9日となっており、専門職を

充てている自治体の方が研修日数が多くなって

いる（表10－2）。

（12）研修成果に対する評価の実施状況

　研修成果に対して評価を行っていない研修が

最多で93研修（58．1％）、次いで「研修終了後

感想等をアンケートで聞いている」のが57研

修（35．6％）、「研修終了後レポートを提出させ

る」が4研修（2．5％）等となっている（表12）。

　実施主体別で見ると、児童相談所が全体で実

施する研修では「評価なし」が55研修（67．1％）、

アンケート21研修（25．6％）、レポート4研修

（4．9％）、児童相談所単位で実施する研修では
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r評価なし」が32研修（82．1％）、アンケート

6研修（15．4％）といずれも評価の実施状況が

低調であるのに対し、実施児童福祉主管課が実

施している研修では4研修の全てがアンケート

をとっており、また、県の研修機関が実施する

研修ではアンケート12研修（85．7％）、委託先

の民間研修期間でも7研修（77．8％）と評価の

実施率は極めて高い（表12－1）。

　研修の形態別に見ると、講義形式では「評価

なし」が67研修（54．5％）、アンケート50研

修（40．7％）、参加型の研修ではr評価なし」48

研修（56．5％）、アンケート31研修（36．5％）、

職場実習では「評価なし」が4研修（57．1％）、

レポート、アンケート、テストがそれぞれ1研

修づつ（14．3％）となっている（表12－2）。

（13）当該研修に係る予算

1研修当りの予算は、研修により格差が大きい

が、平均では年額14万4千円となっている。

予算額が0円の研修が27研修と最も多く、全

体の16．9％を占めている（表13、図1）。

　半数以上の職員を専門職で充てている自治体

の研修の平均予算は15万3580円、半数以上を

一般行政職で当てている自治体の研修では6万

6450円となっており、専門職を充てている自治

体の研修の方が予算が高くなっている（表13
－1）。

（14）意見・要望等（自由記述）

　中央研修と自治体研修それぞれの位置づけや

役割、中央研修のあり方に関する意見、要望、

研修に係る課題等について自由記述を求めたと

ころ、18自治体から意見等が寄せられた。中央

研修に対しては、スーパーバイザーやリーダー

養成研修等、より高度な専門的研修を期待する

もの、最新の情報や知見の伝授を希望するもの、

受講者の便宜を考慮して各ブロック別の研修を

希望するもの、中央研修の受講定員の拡大を希

望するものなどが主な意見として挙げられてい

る。また、自治体では講師の確保が困難といっ

た意見も数か所から出されている。

w．考察

（1）児童福祉司の任用状況と研修数、研修予算

　等

児童福祉司の半数以上を専門職で充てている

自治体の研修と一般行政職で充てている自治体

の研修を比較すると、研修数、1研修当たりの

予算額とも専門職で充てている自治体の方が多

くなっている。特に、全員一般行政職を充てて

いる自治体の研修数が最も少なく、平均を大幅

に割り込んでいる。このように、専門職を充て

ている自治体の方が研修は充実していると言え
る。

　多くの自治体では人事の滞留を懸念して専門

職配置に消極的であり、「一般行政職を任用し

ても、その後の現任研修等をきちんとやれば問

題はない」とする自治体もあるが、今回の調査

結果を見る限り、実態としては一般行政職を充

てている自治体における研修の実施状況は低調

といわざるを得ない。また、全員一般行政職の

自治体で研修を全く実施していないところが2

ヶ所見られたが、論外というほかない。研修の

強化が喫緊の課題である。

　また、一般行政職を充てている自治体の研修

では知識の習得を目的としたものが多いのに対

し、専門職を充てている自治体の研修では専門

的な技術の習得に主眼を置いた研修が多くなっ

ている。一般行政職では異動のサイクルが短い

ため、専門的技術の習得以前にまず知識を伝授

する必要があるからであろう。そして、折角知

識を習得しても、技術を習得する間もなく、異

動により転出となってしまい、個人においても

組織においても専門的技術の蓄積が困難になっ

てしまう。この意味においても、児童相談所職

員は専門職で充てるべきであろう。

（2）研修の対象職員

厚生労働省は「児童相談所運営指針」により、

職種別や実務経験に応じた研修を行うなど、体

系的な研修の実施に努めるよう指導している。

しかし、殆どの研修が経験年数不問であり、ま

た、他の職種や他の機関職員との合同研修であ

った。新任職員は無論のこと、経験年数を経る

に従って求められる職務内容も高度化すること

から、経験年数に応じた研修は不可欠である。

また、児童相談所は組織的対応が求められるこ

とから、職種を超えた共通認識が重要であり、

そのためには、職種間の合同研修は必要と思わ

れるが、それ以前の問題として、各専門職員が
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それぞれの専門性を十分備えていることが不可

欠である。しかし、現実には職種別の研修は殆

ど行われていない。自治体における研修の体系

化が急がれるが、そのためには、中央研修と自

治体研修の位置づけや役割について整理するこ

とも必要となろう。

（3）研修の目的、形式等

　現任研修においては、知識と技術のバランス

の確保が重要と思われるが、全体的に基礎的知

識の習得を目的とした研修が多くを占めている。

また、技術習得を目的とした研修では、ロール

プレイなど直接実践に結びつく実務訓練的な研

修とグループ討議やケーススタディといった思

考訓練的な研修とがバランスよく行われること

が望ましいが、実際には後者の研修が大部分を

占めている。新任職員の場合は基本的知識と基

礎的技術の習得を目的とした研修を、経験年数

を経るに従って高度知識と高度技術の習得を目

的とした研修にシフトさせるとともに、技術習

得を目的とした研修では実務訓練的な研修と思

考訓練的な訓練のバランスを確保するなど、研

修の体系化が望まれる。

（4）研修期間

　3以内の研修が全体の8割を占めており、1

日だけの研修が最多となっている。特に、技術

習得を図るにはまとまった期間の研修が必要と

思われるが、現実には基礎的技術が1．8日、高

度技術が2．2日にとどまっており、いずれも基

礎的知識の習得を目的とした研修よりも短くな

っている。

（5）研修成果に対する評価

　過半数の研修が成果に対する評価を実施して

いなかった。特に、この傾向は児童相談所が実

施する研修に顕著であった。研修の専門機関で

ある県や民間の研修所では大部分がアンケート

を実施しているが、おそらく研修そのものへの

感想等を聞いているものと思われ、本来の研修

成果に対する評価にはなっていないのではない

かと推測される。評価技法や評価システムの確

立が課題となろう。

（6）研修予算

（7）意見・要望等

　意見・要望に関する自由記述では、中央研修

についてスーパーバイザーやリーダー養成研修

等、高度な専門的研修を期待する意見と、新の

情報や知見の伝授を期待する意見が多くを占め

たが、自治体研修のあり方や中央研修との関係

等に関する記述は見られなかった。中央研修、

自治体研修にはそれぞれメリット、デメリット

があり、双方の研修が相互に補完し合い、連動

し合うことによって初めて最大限の効果を発揮

すると考えられることから、それぞれの位置づ

けや役割分担を明確化することが急務の課題と

思われる。

まとめ

　本研究は2ヵ年計画であるが、初年度の今年

は、全国の児童福祉主管課を対象に児童相談所

職員に対する研修の実施状況等についてアンケ

ート調査を行った。その結果、①研修の実施状

況について自治体間格差が大きいこと、特に、

児童相談所職員に一般行政職を充てている自治

体の研修は、専門職を充てている自治体の研修

よりも研修数、研修予算等において貧困である

こと、②実務経験年数や職種別に応じた研修な

ど研修の体系化が図られていないこと、③知識

の習得を目的とした講義形式の研修に偏ってお

り、実践的技術を習得させる研修が殆ど実施さ

れていないこと、④研修成果に対する評価が殆

ど行われておらず、評価技法・評価システムの

確立が課題となること、⑤研修における中央・

自治体の位置づけや役割分担が不明確であるこ

となどの問題点や課題が明らかになった。

　来年度は、研修の実態をさらに詳細に把握す

るため、研修の企画・実施者及び研修の受講者

へのアンケート調査を実施するとともに、新た

にスーパービジョンの実態に関するアンケート

調査を実施し、児童相談所職員の効果的な資質

向上方策について具体的な提言を行いたい。

　最後に、ご多忙の中、アンケート調査に回答

をいただいた都道府県・指定都市の児童福祉主

管課の方々には心から感謝の意を表したい。
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　　　　　　　　　　　　　　　（表4・1）研修の企画主体と研修内容

調査対象 59か所 基礎知識 児童福祉各

論

援助技術・他 計

回答数 42か所

有効回収率 71．2％ 研修数（％） 研修数（％〉 研修数（％） 研修数（％）

（表2）回答を得た研修数

児童福祉主

課

　　3
1＆8）

　　3
1＆8）

　　10
62．5）

　　16
1000）

研修数　160研修 児童相談所 　　59
11．4）

　211
409）

　246
477）

　　516

1000）1自治体当り平均研修数　3．8研修

研修を実施していない自治体　4か所 県の研修機 　　10

47．6）

　　4
19．0）

　　7
33．3）

　　21

1000）内　全員が専門職の自治体 2か所
内　全員が一般行政職の自治体 2か所 委託先の民

研修機関

　　6
23．1）

　　4
15．4）

　　16
61．5）

　　26
1000）半数以上が専門職の自治体 4．3研修

内　全員が専門職の自治体 3．6研修 その他 　　4
16．0）

　　8
32．0）

　　13
52．0）

　　25
1000）

半数以上が一般行政職の自治体 3．4研修

内　全員が一般行政職の自治体 2．6研修

（表5）専門職の任用状況と職種別研修の実施状況

（表3）研修の実施主体
半数以上専門職 半数以上行政職

実施主体 研修数 ％ 職種別研修 50（66．7％） 57（67．1％）

児童相談所（県全体） 83 51．9 他の機関や他職種

の合同研修

25（33．3％） 28（32．9％）

児童相談所（児相単位） 39 24．4

児童福祉主管課 4
2
．
5

計 75（100．0％） 85（100．0％）

県の研修機関 15
9
．
4

（表5・1）研修の対象職種（MA）社会福祉協議会等民問委託 9
5
．
6

その他 9
5
．
6 職種 研修数 ％

無記入 1
0
．
6 児童福祉司

1
1
3

70．6

計
1
6
0

1000 心理判定員
1
1
3

706

（表4）研修の企画主体

一時保護職員 88 55．0

その他 8
1

5α6

研修の企画主体 研修数 ％

児童福祉主管課 5
3
．
1

児童相談所 126 78．8

県の研修機関 14
8
．
8

委託先の民間研修機関 8
5
．
0

その他 14
8
．
8

（表2）回答を得た研修数

（表3）研修の実施主体

（表4）研修の企画主体

（表5）専門職の任用状況と職種別研修の実施状況

（表5・1）研修の対象職種（MA．）
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（表5・2）研修の対象職種「その他」内訳

A．児童相談所職員 B．児童相談所以外の職員

（表7）研修の目的

・児童相談員

・全職員

・事務職員

・保育士

・保健婦

・全専門職員

・相談員

・理学療法士

・言語療法士

・電話相談員

・所長

・管理職

・受付相談員

（11件）

（10件）

（7件）

（6件）

（5件）

（5件）

（5件）

（2件）

（2件）

（2件）

（2件）

（2件）

（1件）

（1件）

（1件）

（1件）

・児童福祉施設職員

　　　　　　　　（21件）

・学校関係者　　　（7件）

・市町村児童福祉担当者

　　　　　　　　　（6件）

・医療機関　　　　　（2件）

・外部療育関係者　　（2件）

・家庭児童相談室　　（2件）

・児童家庭支援センター

　　　　　　　　　（1件）

・社会福祉主事　　　（1件）

・少年警察補導員　　（1件）

研修の目的 研修数 ％

基礎知識の習得 65 40．6

より高度な知識の習得 48 20．0

基本的な技術の習得 14
8
．
8

より高度な技術の習得 19 11．9

その他 1
1

6
．
9

無記入 3
1
．
9

計 160 100．0

（表7・1）職種と研修の目的
・電話相談員　　　　（2件）

所長　　　　　　（2件）

管理職　　　　　　（2件）

受付相談員　　　　（1件）

発達相談業務担当者

　　　　　　　　（1件）

相談調査員　　　　（1件）

新任職員　　　　　（1件）

　　　　　　　　　（1件）

社会福祉主事　　（1件）

少年警察補導員　（1件）

児童福祉司 心理判定員 一時保護

職員

その他

研修数（％） 研修数〔％》 研修数1％》 研修数（％1

基礎知識 48（43．6） 47（42．3） 43（500》 3814ヱ5》

高度知識 32（29．1） 33（297》 22〔2561 20（25，0》

基本技術 11（10。0） 10（9．0》 7（8．1》 7（a8》

高度技術 11（100） 14（12．6） 9（105） 10（12．5》

その他 8　（73） 7〔6．3） 5（5．8》 5（6．3）

（表6）対象職員の経験年数
計 110（1000》 11111000》 86（1000》 80（1000》

（表7・2）研修の目的と対象者の経験年数
経験年数 研修数 ％

経験年数不問 121 75．6
年数不 1年未満 1～10年

満

10年以 その他
1年未満 25 15．6

5
3
．
11～10年未満

研修数
％）

研修数
％）

研修数
％）

研修数
％）

研修数
％）

10年以上 0
0
．
0

その他 8
5
．
0

基礎知識 　36
30．5）

　23
92．0）

　　1
20．0）

　　4
50．0）

無記入 1
0
．
6

計 160 10α0 高度知識 　46
39．0）

　　2
25．0）

（表6－1）専門職の任用状況と対象職員の経験年数
基本技術 　11

9．3）

　1
4。0）

　　1
20．0）

　　1
12．5）

経験年数 半数以上専門職

16自治体）（％）

半数以上行政職

22自治体）（％）
高度技術 　15

12．7）

　　3
60．0）

　　1
12．5）

経験年数不問 60 （80．0％） 61 （7L8％）

1年未満 8 （10．7％） 1
6

（18．8％）

その他 　10
8．5）

　1
4．0）

1～10年未満 3 （40％） 3 （3．5％）

10年以上 0 （0．0％） 0 （0．0％）

計 　118
100．0）

　　25
100．0）

　　5
100．0）

　　8
100．0）

その他 4 （5．3％） 4 （4．7％）

無記入 0 （0．0％） 1 （1．2％）

計 7
5

（100．0％） 8
5

（100．0％）

・発達相談業務担当者

・相談調査員

・新任職員

（表6）対象職員の経験年数

（表6－1）専門職の任用状況と対象職員の経験年数

（表7・2）研修の目的と対象者の経験年数
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（表7・3）専門職の任用状況と研修の目的　　　　　　　（表8－3）研修の形態と対象者の経験年数

研修の目的 半数以上専門職

16自治体）（％）

半数以上行政職

22自治体）（％）

講義形式 参加型 職場実習 その他 計

研修数
（
％
》

研修数
（
％
1

研修数
（
％
1

研修数
（
％
）

研修数
1
％
1

基礎知識の習得 2
7

（41．5％） 38 （58．5％）

より高度な知識の習 20 （41．7％） 28 （58．3％） 年齢不問 89 69 1 10 169

52．7 40．8
0
．
6

5
．
9

10α0
基本的な技術の習得 9 （643％） 5 （35．7％） 1年未満 23 10 5 3 4

1
より高度な技術の習 1

5
（78．9％） 4 （21．1％） 56．1 24．4 12．2

7
．
3

100．0

1年～10年

満

4 3 7
その他 3 （27．3％） 8 （72．7％） 57．1 42．9 100．0

無記入 1 （33．3％） 2 （66．7％）
10年以上 0

計 75 （100。0％） 85 （100．0％） 100．0

（表8）研修の形態（MA）

その他 10 3 1 14

71．4 21．4
7
．
1

100．0

研修の形態 研修数 ％

（表8－4）研修目的と研修の形態講義形式 125 78．1

グループ討議等の参加型形式 85 53．1 講義形式 参加型 職場実習 その他 計

職場実習 7
4
．
4

研修数
（
％
》

研修数
〔
％
》

研修数
（
％
）

研修数
（
％
1

研修数
（
％
》

その他 14
8
．
8

（表8・1）研修の形態「その他」内訳

基礎知識 59 20 5 10 94

62．8 21．3
5
．
3 106 1000

施設見学・訪問

例研究・検討

報交換・経験交流

究発表

デオ視聴

法・他施策活用知識の習得

8件

件
2
件
1
件
1
件
1
件

高度知識 34 30 0 3 67

507 448 00
4
．
5 1000

基本技術 10 8 0 1 19

52．6 42．1 00
5
．
3 1000

高度技術 12 17 0 0 29

41．4 58．6
0
．
0 00 1000

（表8・2）参加型研修の内容　（MA）
その他 7 7 2 0 16

43．8 43．8 12．4 00 1000

参加型研修の内容 研修数 ％

ロールプレイ 24 15．0

診断法に関する添削等の課題達成訓練 12
7
．
5

ケーススタディ 52 32．5

課題解決のためのグループ討議 54 33．8

その他 3　　1．9

（表8）研修の形態（M．A．）

　（表8・1）研修の形態「その他」内訳

施設見学・訪問

事例研究・検討

情報交換・経験交流

研究発表

ビデオ視聴

他法・他施策活用知識の習得

件
件
件
件
件
件

8
　
4
2
　
1
1
　
1

（表8－4）研修目的と研修の形態

（表8・2）参加型研修の内容 （M．A．）
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（表9）研修の具体的内容
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　　　　　　　　　　（表9・1）職種と研修の具体的内容

研修の具体的内容 研修数 ％ 研修の具体的内容 児童福

司

心理判

員

一時保

職員

その他

基礎的知識の

　　習得

社会福祉全体の基礎知識 14
8
．
8

児童福祉全体の基礎知識 40 25．0 基礎的

識の

得

社会福祉全体

基礎知識

12 8 10 5
児童福祉行財政論 4

2
．
5

その他 19 11．9 児童福祉全体

基礎知識

32 25 23 19

児童福祉各論 児童相談所論 30 1＆8

児童虐待 77 4＆1 児童福祉行財

論

4 3 3 2
障害福祉 27 16．9

少年非行 3
1

19．4 その他 12 9 10 1
0

不登校 33 20．6 児童福

各論

児童相談所論 25 18 2
1

15

いじめ 10
6
．
3 児童虐待 55 50 38 35

その他 20 12．5 障害福祉 23 19 17 16

援助技術・

　その他

スーパービジョンのあり方 6
3
．
8 少年非行 24 20 18 19

ケースマネージメントのあり方 27 16．9 不登校 23 24 16 16

ケースワークのあり方 54 33．8 いじめ 9 6 5 5
グループワークのあり方 10

6
．
3 その他 15 16 1

1 8
児童記録の作成方法 20 12．5 援助技

・そ

他

スーパービジ

ンのあり方

6 5 4 3
社会診断法 23 144

心理検査技法 24 15．0 ケースマネー

メントのあ

方

24 19 16 12

心理療法 43 26．9

心理診断法 28 17．5

行動診断法 15
9
．
4 ケースワーク

あり方

5
1

36 34 2
1

その他 27 16．9
グループワー

のあり方

8 8 7 4

児童記録の作

方法

19 12 12 1
1

社会診断法 23 16 14 10

心理検査技法 14 23 12 1
1

心理療法 3
1

42 25 24

心理診断法 19 28 13 12

行動診断法 1
3

12 14 10

その他 17 18 15 13

計 459
4
1
7

338 281
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　　　　　　　　　　　　　才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究

（表9・2）研修の内容と研修の形態　　　　　　　　　　　（表11）研修講師（MA）

講義形式 参加型形式 職場実習 その他 計 研修講師 研修数 ％

研修数（覧1 研修数（％｝ 研修数〔％1 研修数〔％1 研修数
〔
％
1

児童相談所職員 75 46．9

外部の医師 34 21．3

基礎的

識

69 36 15 8 128 弁護士 13 a1

539 28．1 11．7
6
．
3

100．0 学識経験者 66 41．3

児童福

論

179 132 30 23 364 本庁の行政職 13
8
．
1

492 36．3
8
．
2

6
．
3 1000 その他 57 35．6

援助技

・他

2
1
1

186 30 20 577

（表11・1）講師と研修目的3a6 32．2
5
．
2

3
．
5

100．0

（表10）研修期間

基礎的知 高度知識 基本的技 高度技術 その他

研修期間（日） 研修数 ％ 児相職員 　　36

33．3）

　　21

27．3）

　　6
31．6）

　　7
23．3）

　　3
18．8）

0
．
5 28 17．5
1
．
0 55 34．4 外部医師 　　15

13．9）

　　7
9．1）

　　3
15．8）

　　5
16．7）

　　3
18．8）

1．5～3．0 46 28．9

3．5～5．0 12
7
．
5 弁護士 　　3

2．8）

　　5
6．5）

　　0
0．0）

　　1
3．3）

　　2
12．5）

6．0～10．0 15
9
．
4

12．0 1
0
．
6 学識者 　　22

204）

　　24

312）
　　4
21．1）

　　10
33．3）

　　5
31．3）

16．5 1
0
．
6

48．0 1
0
．
6 本庁行政 　　9

8．3）

　　0
α0）

　　1
5．3）

　　0
0．0）

　　2
12．5）

120．0 1
0
．
6

計 160 100．0 その他 　　23

21．3）

　　20

26．0）

　　5
26、3）

　　7
23．3）

　　1
6．3）

（表10・1〉平均研修期間

1研修当り　3．2日　3日以内129／160（80．6％）

計 　108
1αα0）

　　77

10α0）

　　19

1αα0）

　　30

10巳0）

　　16

10α0）

（表10）研修期間

（表10・1〉平均研修期間

1研修当り　3．2日　3日以内129／160（80．6％）

（表10・2）専門職の任用状況と平均研修期間

（表11・1）講師と研修目的

（表11・2）講師と研修の内容（研修数）

半数以上専門職

（16自治体）

半数以上行政職

（22自治体）

基礎的知識 児童福祉各論 援助技術・他

研修数（％） 研修数（％） 研修数（％）

平均研修期間 3．61日 2．94日 児相職員 44　（299） 167　（408） 179　（34．9）

（表10・3〉研修目的別研修期間

外部医師 14　（95） 50　（1Z2） 83　（1a2）

弁護士 13　　（8．8） 12　　（2．9） 20　　（3．9）

研修目的 日数 学識者 27　（1a4） 76　（18．6） 126　（246）

基礎的知識
4
．
0 本庁行政 18　（12．2） 22　（54） 23　（4．5）

高度知識
1
．
8 その他 31　（21．1） 82　（2α0） 82　（1a　o）

基礎的技術
1
．
8 計 147（10α0） 409（10α0） 513（1000）

高度技術

2
．
2

（表10・3〉研修目的別研修期間
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（表12）研修成果に対する評価の実施状況

評価の実施状況 研修数 ％

うち、「0円」27研修（1a　g％）。最高「173万5千円」

表13・1）平均予算額

14万4千円
評価を行っていない 93 58．1

研修終了後レポート 4
2
．
5

研修終了後感想等をアンケート 57 35．6

研修終了後テスト 1
0
．
6 半数以上専門職

（16自治体）

半数以上行政職

（22自治体）その他 3
1
．
9

無記入 2
1
．
3 平均予算額 15万3，580円 6万6，450円

計 160 100．0

（表13）1研修当たりの予算

　　　　　　　　　　　　　14万4千円
うち、「0円」27研修（1a　g％）。最高「173万5千円」

（表13・1）平均予算額

（図1）当該研修に係る予算

（表12・1）実施主体別評価状況

評価
し

レポ
ト

アンケ

ト

テスト その他 計

研修
1
％
》

研修
1
％
1

研修
（
％
》

研修
（
％
》

研修
（
％
》

研修
（
％
》

児童福祉

管課

4 4
1000 1000

児童相談所

体

55 4 2
1 2 82

67．1 49 25．6
2
．
4 1000

児童相談所

位

32 6 1 39

82．1 15．4
2
．
6

100．0

県の研修機 2 12 14

143 85．7 1000

委託民間機 1 7 1 9
11．1 77．8 a6 100．0

その他 2 7 9
22．2 77．8 1000

（表12・2）研修の形態別評価実施状況

評価

し

レポー アンケ

ト

テスト ’その他 計

研修数
〔
％
1

研修数
（
％
》

研修数
（
％
）

研修数
（
％
）

研修数
（
％
1

研修数
（
％
）

講義形式 67 3 50 1 2 123

545
2
．
4

40．7
0
．
8

1
．
6

100．0

参加型 48 4 3
1 1 1 85

56．5 47 3a5
1
．
2

1
．
2

100．0

職場実習 4 1 1 1 0 7
57．1 143 14．3 143 143 1000

その他 10 1 2 0 0 13

76．9
7
．
7

15．4
0
．
0

0
．
0

100．0

50

40

30

20

10

研修予算ヒストグラム

1
0
0
万
以
上

1
0
0
万
未
満

．
9
0
万
未
満

8
0
万
未
満

7
0
万
未
満

6
0
万
未
満
　
　
円

5
0
万
未
満
　
算

　
　
　
　
　
　
　
予

・
4
0
万
未
満

離
3
0
万
未
満

2
0
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未
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1
0
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未
満
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0
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才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究

研修に対する主な意見・要望等（自由記述：質問15）

A 平成13年度から研修の体系化を図る予定。・中央研修の受講定員の増加を。（弾力的対応）

B 新任児童福祉司が義務的に受講しなければならない研修を年度の早い時期に中央で（あるいはブ
ックで）実施して欲しい。（自治体においては講師不足）

C 介入的援助を要する虐待事例等、児相の職員の重さを痛感させられる昨今の事情だが、資格制限
よる人員配置（児童福祉司）だけでは、対応できない情況であり、対応に必要な基本的な知識、

能習得のため、又スーパーバイザー養成のための中央研修が必要ではないか。自治体におい
は連携を強化する意図も含めて、異職種、他機関との合同研修に力点を置く研修を実施する方
で分担できれば良い。虐待処遇においては、児童・保護者へのケア（心理）が必要と強調されな
らも、トラウマ等の評価、カウンセリング、心理療法適用の評価、技法、心理教育的なプログラム

親、子）など、統合されているものがなく、対応も各自治体でまちまちのようであり、この辺の研修、

究を中央研修として期待したい。

D 中央研修では、講師を多方面から幅広く選定できるように思われる。自治体研修では、旅費の問題

ら、遠隔地からの講師をお願いすることは無理があるように思われる。

E 最近心理の方は資格（臨床心理士）の問題もあって大学で研修システムが充実してきていますが、

れ以前の人たちに対する研修は各自の力量や研修に頼っている状況です。また、ワーカーにつ
ましても同じようなことがいえます。個人差が大きいことやあるレベル以上の力がつきにくい状況

見られます。研修システムの充実が望まれる。（予算の裏付け、及び制度としての位置づけが欲
い）

F 中央研修にっいてはタイムリーな話題と高度な技術の習得に関するものを企画して欲しい。

G 被虐待児への対応に関する技術を習得できる研修内容を取り入れていただきたい。

H ①各地で実施されている児童福祉関係の研修の一覧を示して欲しい。②中央研修、ブロック別研
、自治体研修をつながりのあるものに、又一人の職員が順次レベルアップを図っていけるような

修体制を整備して欲しい。③職種別のブロック別研修をもう少し充実した内容にしていきたい。

1 中央研修については，ほとんど関東圏で開催されるため参加に制限がある。ブロック別研修等により

加しやすくしてもらえるとありがたい。

J 中堅～スーパーバイザーの立場にある職員の研修を中央研修として企画してもらえると良い。

K 中央研修においては、児童虐待問題等、複雑化、困難化する児童に関する相談に対し、児相職員
資質の向上を図るため、自治体研修に比べ、より高度な専門性をもった研修の設定をお願いし
い。自治体の児童相談に関するリーダー的職員の養成のための児童相談所中堅職員研修、先
県や海外の児童相談に関する取り組み、自治体研修の参考となるモデル研修等

L 知識を習得するような研修は比較的実施できているので、より実践的な技術（面接技術のロールプ
イなど）を身につけるような研修を実施して欲しい。

M 業務多忙及び緊急の対応が多く、研修への参加予定が立てにくい。予算面でも参加しにくいた
、参加費用を国が負担する研修を開催して欲しい。

N 各自治体においても、独自に研修を実施していかなければならないとは思うが、国レベルでも、現
研修からさらに踏み込んだ内容での職種別研修（児童福祉司、心理判定員、保護所職員）を実

して欲しい。

O 中央研修といっても現在は全国社協、主要自治体に「委託」し専門官が基調講演を添えるという体

である。研修のレベルを考えると、むしろ民間開催の講座や大学の集中講義etcの中で関連講座
指定し、それらのメニューの中から選択的に受講させるようにした方がよいのではないか。

P 中央研修の回数、人数枠を増やしていただきたい。
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平成11年度に実施された研修の主なテーマ（抜粋）（質問10）

1．　冨　　　　の
サービス　．、の

π副　・冒祉　　の　・
ソーシャルワーク理両囲の　近の　・

’　　　　の　　に・けて
ノ　　カナ　　に’ける児里盲　、　π冒吐の現ら’シ　研　の　。

π置 の　　理心・　・と　　　員への　ノ

副の現心
と冒

・　助と　冨冒　の　＿、
冒　　とこれかbの　設運呂のあり
一吐　　と地・ケアの展

1ノート』の　　忌　、　　、課題　についての理
ドメスティツク・バイオレンスと児星・　　への
医　・　　識の習得

1星副　　設の理
子どもSOS　訟　　写呂の設置　旨及び　　について

子どもの　1昌と　　公匪
設と児　との閏の課8の　言

児里・母子募　冒吐の現心と課題
塁　　置　とは可か、子ど　の心を開く

児塁■　の’と課題
塁層 設に’ける子どもの　旦支　と　利　昌のために
塁盲　設に・　る　うについて
・　　　設の　示の見子、言・珊

少子　と　　田21子ども　ラン」

門…　　児塁問題の　景、5　についてのロ識習得
養護問題、養護施設の現状と課題

行
県の　皇盲　・　目冒　の行　・明
児里目置　用　　　　について
児塁冒吐　　の・　　としての…　及び平シ
児呈冒　一　に　いて

：

所　　を　ることと　子
』所調　目の　　の　要

、詠所かり見た児塁説・児里冒　に．ノ　るもの
・兄1所の

5
．

子ど　の　1　・と呆昌所の現’について
一　　　所に　ジし、　塁の几遇　行う
一　　昌所の　　　・独　　を一みた芋習指轄のあり
一　　昌所の役　と子どもの
一　　昌所　員の　　ら行能　と　　の・上
児　に’ける　　門　　の役。1の理

の　　と理
星　当所がかかえる　問題』

児塁　象所に’けるッ日・課題と7　のあり　について
塁　当所の　　　要の理
塁　象所の　　　・昌理運呂について

児塁　談所の且　と
児呈　顎所運呂　・の　正6
．

子ど　　ノ」に関　る現心と・，心について

ノ児正彙　」について
CAP子どもが　　かり　分を、るための　　　ログラムについて

ノ児の心理　5について
ロール　レイで　児塁　’　、　　　問を想

馬判所の　要及び児副　　28の　　’への　し・て　の　き
’　　入、不ットワーク、　設川、　　ケア、心理・ア　ローチ
♂ケースヘの巳　フ1入の　1について
’と子どもの　　1
そと

’の鳳つき
’の1・手弧きと、医　面かりみた　ノについて
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ノ　影についての　言・理　を深める
’問題に’ける不ットワークによる

子ど　の　　とトラ　マ
子ど　の　♂・心の手弓きについて
児里　’　　と子へのトリートメント
児里　そ　ケース診
児塁　ノ　リスクアセスメントモ7ル研九

里　そ　　　としての・心、　　量調
塁　♂，と心のケアについて

児里　ノに’ける1　・助
児星　’、の　芯、　　と現心

里　♂の困　　　明への・心

皇　’の　元　　　、　元・助
ノ塁　’の・心一　　の取り且み
児里　’の理　と　　県ノ、児　ノ防止不ットワークについて
児里　そ　　1と一　呆　所　員の役割

里月　　　かり見た児里　ノの問題
小　ξ医かり　た　　’児里

をめぐる厚　ノl　Rの
通　　　の周　、通目の

4　への川のあり　、その呆昌　への関わり
ノ児への心　　・ケア
ノ　ヘの理　、几遇　児里の呆呂ケア指㌧
’児　　への・心と　入　の几遇　　例　言
ノ児里の心　メカニズム
’1里の　　　　的側　について

ADHDの診　とケアー
LD・ADHDの　　と・心

児の　　1言

モ心　　目1の働所日魅
の又谷と　　の　長　　　　目児の
を　つ　　への
児の　嚇について
児　　行　の現心と課題

目　の

㌧　　児の円　　1・ア　ローチ
児の理　と・心に関　ること

岡．、の　　児　　システムについて
所に・ける　　　児　の　　　　を　び7　の児里　談ケース几遇に1用　る

六　について
術の

ノ

隔噛 　について
夢ノー対，』

不且x　のフリーパスの現’もについて
・登　1塁への　泊揮　　によるかかわりについて

。い

：

のッ日・課6

㌧　　も　　の現心
・題、　子　　、について

朋　の　■

行　　ケースとチームワーク
ワ、　父はどうなっているか　　明言・、調　、研九
近の子　て

の子ど　の　　とそのケア

塁’ 　　へのかかわり
ノ・ 　　　サポート不ットの1　心況
1について　える

豆：xの

里

．スーノー　ソヨ7
スーパービジ　ンの理両と

一スマ　ソ　ン　の

一スワー
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ケースワークの基
ケースワークの視＿を　ぶ
こどもと・き目うために～インテークの　示～
几遇日針と　立　助計画のあり　をめぐって
の心　のための面　の心得
霊　　の　示　　昌、　目、　行、不且x
当　助の理覗と

・人　助の　1の理珊と　示一・心困　な　助面　　ン
利用者との円滑な　　関、を　るために

」一　ワー
ADHDのグループ指嚇　子どもグループ、　グルー　）

ゑ

児里記・票と取り　く番問題

面接における基本姿勢とケース記録の取り方

買　　　ゑ

受理　接と　会診断

．心　　　　　ゑ

P－Fスタティ
バウムテストを　心とした　明研多
ロールシャッハテスト
局子　児の　鴨チェックについて
心理検査にっいて　える一風景　　法をめぐって一

．心　　　z

カ　ンセリンクのポイント
カウンセリングマインドとは
トラウマワークの習得

働目　　　　’

という　、，．、かbア　ローチ　るための、　　　1　・関わりの　術を習得　る

多かりのア　ローチ

1の幽
1の理醐・治　　何を子ぷ

決心・ア　ローチ・ブリーフセラピーの習得

・見・呈　ン
児里　一　設入所児里のカ　ンセリンクについて

閉　の精　　1　・ア　ローチ

風景　　1を　心とした　明研多
論理療法の基礎知挫

．心　　　　ゑ

三

：

S－HTPの特徴と1用1」の理
レボート　　のポイント
SSTについて

ケース評価の基　理覗
支　と　のケア

コミュニケーション
行槻　目とその対心について
児里　昌　設における　　・問題を　つ子どもに対　る　助の　1

員の　りを、・　5
心理闘　　をジェンダー・視，、，、かり見回

と関わることの忌　を　える
・問題の　え　と・心

同　　目のある母　への　助
精　分1，け　の　　に対　る心理・　　・ア　ローチ
近困　な　に・　る　し
遇マナーを子ぶ

総口・子習　　の開　について
世’理覗

地昌の　を引き　　　　　助
電言　談のあり　～　例を通じて～
呆　　1について
．1
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〔チーム研究9〕児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究（主任研究者　才村　純）児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ども家庭福祉研究部　才村　純・高橋重宏・庄司順一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柏女霊峰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母子保健研究部　小山　修・斉藤　進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛育相談所　加藤博仁要約児童相談所職員の現任研修の実態に関して初めて全国調査を行った。その結果、職員研修の実施状況における自治体間格差が大きく、中には全く研修を行っていないところも見られた。また、職員に一般行政職を充てている自治体より専門職を充てている自治体の方が研修数や研修期間、研修予算等が充実していること、全体的には厚生労働省の指導にもかかわらず職種別や経験年数に応じた研修など研修の体系化が図られていないこと、基礎的知識の習得を目的とした講義形式の研修が多く、実践的技術を習得させる研修は殆ど行われていないこと、研修成果に対する評価も殆ど行われていないことなどの問題点が浮き彫りになった。次年度では研修の企画・実施者及び受講者を対象としたアンケート調査によりさらに詳細な実態を把握するとともに、スーパービジョン体制の実態調査を行い、研修やスーパービジョン体制のあり方等について提言を行う予定。見出し語：現任研修、児童福祉司、心理判定員、一時保護所職員、研修評価AStudy　ofT￥aining　and．Supervision　Systems　fbr　StuffofChild　Guidance　CenterJun　Saim皿a，Shigehiro　Takahashi，junichi　Shoji，Reiho　Kashiwame，Osamu　Oyama，Susumu　Saito，Hirohito　KatoAbstract：This　study　is　based　on　the　s皿vey　about　the　actual　training　systems　for　the　staff　of　the　ChildGuidance　Centers　across　the　country，We　delivered　questiomaires　to　the　child　welfare　divisions　ofallprefect皿es　who　have　competence　over　CGC。From　this　survey　a　number　of　issues　have　become　clear；There　are　a　lot　ofgaps　conceming　the　actual　circumstances　ofthe　training　systems　among　prefect皿eslThere　are　few　systemized　trainings　based　on　the　kind　ofjobs，the　years　ofexperiences　and　so　on；Alotoftraining　programs　have　purpose　to　give　fund．amental　knowledge　instead　ofgiving　sk皿s　for　practice；The　evaluation　about　the　effects　of　training　have　scarcely　been　carried．out。Next　year，we　are　supposed　to　grasp　for　further　details　from　planners，promoters　and　trainees　oftraining．Also　we　will　s皿vey　about　actual　supervision　systems　and．make　suggestions　for　moreeffective　systems　oftraining　and　supervision　for　the　staffof　CGC。Key　wordsStaff　training，chi1（1protection　worker，clinical　psychologist，temporary　care　worker，evaluationsystems　conceming　the　effbcts　oftraining181一日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集1．研究目的　近年、虐待相談が急増するなど、児童相談所における相談内容は複雑・困難化しており、これに対応する職員の資質向上が課題となっている。また、昨年11月に施行された「児童虐待の防止等に関する法律」においても、国及び地方公共団体は児童相談所等関係機関職員に対する研修等資質向上を図るための必要な措置を講ずることとされている。　国及び多くの自治体において、児童相談所職員に対する研修を行っており、また、厚生労働省はr児童相談所運営指針」等を通じてスーパービジョン体制のあり方等について指導を行っている。しかし、児童相談所職員の資質向上を図るためのこれらの取組みについては未だ実態が把握されていない。また、研修等における国、自治体それぞれの位置づけや役割分担も明確ではない。　このため、本研究では、児童相談所職員に対する自治体の研修やスーパービジョン等の実態、課題を明らかにするとともに、児童相談所職員の効果的な資質向上方策のあり方について提言することを目的とした。H．研究方法及び調査対象　本研究は2ヵ年計画である。平成12年度は、児童相談所を設置する全ての都道府県・指定都市の児童福祉主管課（59ヶ所）を対象にアンケート調査を実施し、研修の実態や課題を明らかにした。　平成13年度は、研修の実態をさらに詳細に把握するため、研修の企画・実施者並びに受講者へのアンケート調査を実施するとともに、スーパービジョンの実態等に関するアンケート調査を実施し、効果的な資質向上方策について提言する予定である。皿．都道府県・指定都市児童福祉主管課へのアンケート調査の結果（1）基本データ　調査対象59ヶ所に対し、回答を得たのは42ヶ所、有効回収率は71．2％であった（表1）。（2）研修数　回答のあった研修は160研修、1自治体当りの研修数は3．8研修であった。研修を実施していないところが4ヶ所あり、最多は14研修（1ヶ所）であった。　児童福祉司の全員を専門職で充てている自治体の平均研修数は3．6研修であったのに対し、全員が一般行政職の自治体では2．6研修、半数以上を専門職で充てている自治体では4．3研修、半数以上が一般行政職の自治体では3．4研修であり、専門職の比率が高い自治体の方が研修数が多くなっている（児童福祉司の任用状況は厚生労働省発表資料（平成11年7月1日現在）を参照した）。なお、研修を実施していない自治体4ヶ所の内訳は、全員が一般行政職2ヶ所、全員が専門職2ヶ所であった（表2）。（3）研修の実施主体　県全体、児童相談所単位を含め児童相談所が実施する研修が122研修で、全研修の76．3％を占めており、次いで県の研修機関が15研修（g．4％）、社会福祉協議会等民間の研修機関への委託9研修（5．6％）、児童福祉主管課4研修（2．5％）の順となっている（表3）。（4）研修の企画主体　児童相談所が企画する研修が126研修と全研修の78．8％を占めており、次いで県の研修機関14研修（8．8％）、委託先の民間研修機関8研修（5．0％）、児童福祉主管課5研修（3．1％）の順となっている（表4）。　研修の企画主体と研修内容とのクロスでは、児童福祉主管課が企画した研修では援助技術に関する研修の比率が高く（10研修、62．5％）、児童相談所が企画した研修では援助技術（246研修、47．7％）及び児童福祉各論に係る研修（211研修、40．9％）が高率となっている。県の研修機関が企画した研修では、基礎知識に関するものの比率が高くなっており（10研修、47．6％）、委託先の研修機関の企画に係る研修では援助技術に関する内容の比率が16研修、61．5％と高くなっている（表4−1）。（5）研修の対象職種（MA）　児童相談所の特定の職種を対象とした研修が75研修、他の職種や他の機関職員との合同研修が85研修であり、児童相談所の特定の職種を一182一才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究対象とした研修の方が少なくなっている。半数以上を専門職で充てている自治体における職種別研修の実施率は66．7％、半数以上を一般行政職で充てている自治体では67．1％と両者で顕著な差は見られない（表5）。　児童福祉司及び心理判定員が参加できる研修はいずれも113研修、70．6％であり、一時保護所職員は88研修、55．0％、その他職員は81研修50．6％となっている。その他職員で多かったのは児童相談所職員では児童相談員（11件）、全職員（10件）、事務職員（7件）等であり、児童相談所以外の職員では児童福祉施設職員（21件）、学校関係者（7件）、市町村児童福祉担当者（6件）等となっている（表5−1、表5−2）。なっている（表7−1〉。　対象者の経験年数別に研修の目的を見ると、年数不問では高度知識46件（39．0％）、基礎知識36件（30．5％）、高度技術15件（12．7％）、基本技術11件（9．3％）となっている．1年未満では基礎知識が23件（92．0％）と圧倒的に多くなっているのに対し、1年〜10年では高度技術の割合が高くなっている（3件、60．0％）（表7−2）。　専門職の任用状況と研修目的との関係では、半数以上を一般行政職で充てている自治体の方が専門職を充てている自治体よりも畑識の習得を目的とした研修が多く、逆に半数以上を専門職で充てている自治体では技術の習得を目的とした研修の実施率が高かった（表7−3）。（6）対象職員の経験年数　経験年数不問が121研修（75．6％）と最も多く、次いで1年未満25研修（15．6％）であり、両者で91．2％を占めている。10年以上の職員のみを対象とした研修は皆無であった（表6）．　なお、1年未満の職員を対象とした研修の実施率は、半数以上を一般行政職で充てている自治体では18．8％、半数以上を専門職で充てている自治体では10．7％となっている（表6−1）。（7）研修の目的　基礎知識の習得を目的とした研修が最多で65研修（40．6％）、次いでより高度な知識の習得48研修（20．0％）、より高度な技術の習得19研修（11．9％）、基本的な技術の修得14研修（8．8％）の順となっており、知識の習得を目的とした研修が多くなっている（表7）。　職種別に研修の目的を見ると、児童福祉司では基礎的知識48件（43．6％）、高度知識32件（29．1％）、基本技術11件（10．0％）、高度技術11件（10．0％）となっており、心理判定員では基礎的知識47件（42．3％）、高度知識33件（29．7％）、高度技術14件（12．6％）、基本技術10件（9．0％）となっており、両者ともほぼ同じ傾向を示している。一時保護所職員を対象とした研修では基礎知識43件（50．0）、高度知識22件（25．6％）、高度技術9件（10．5％）、基本技術7件（8．1％）となっており、他の職種に比して基礎的知識の習得を目的とした研修が多く（8）研修の形態（M．A）　講義形式の研修が最も多く（125研修、78．1％）、次いでグループ討議等の参加型形式（85研修、53．1％）、職場実習（7研修、4．4％）の順となっている（表8）。その他の形態では、施設見学（8件）、事例研究・検討（4件）、情報交換・経験交流（2件）などがあった（表8−1）。　なお、参加型研修の内訳では、課題解決のためのグループ討議54研修（33．8％）が最も多く、次いでケーススタディ52研修（32．5％）、ロールプレイ24研修（15．0％）等の順となっている（表8−2）。　対象者の経験年数と講義形式を見ると、1年未満では講義形式23研修（56．1％）、参加型10研修（24．4％）、職場実習5研修（12．2％）と多様であるのに対し、経験年数不問では講義形式89研修（52．7％）、参加型69研修（40．8％〉に集中している。1年〜10年未満では講義形式4研修（57．1％）、参加型3研修（42．9％）と参加型が相対的に多くなっている（表8−3）。　研修目的との関係では、基礎知識の習得では講義形式が59研修（62．8％）、参加型20研修（21．3％）と講義形式の比率が高く、基本技術では講義形式10研修（52．6％）、参加型8研修（42．1％）、高度知識34研修では講義形式34研修（50．7％）、参加型30研修（44．8％）と参加型研修の割合が増加し、高度技術では講義形式12研修（41．4％）、参加型17研修（58．6％）一183一日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集と参加型研修の方が多くなっている（表8−4）。（9）研修の具体的内容（MA．）　研修の具体的な内容では、主なものを多い順に並べると、�@児童虐待77研修（48．1％）、�Aケースワークのあり方54研修（33．8％）、�B心理療法43研修（26．9％）、�C児童福祉全体の基礎知識40研修（25．0％）、�D不登校33研修（20．6％）となっている（表9）。　職種別に見ると、児童福祉司では�@児童虐待（55研修）、�Aケースワークのあり方（51研修）、�B児童福祉全体の基礎知識（32研修）、�C児童相談所論（25研修）、�D少年非行（24研修）、心理判定員では�@児童虐待（50研修）、�A心理療法（42研修）、�Bケースワークのあり方（36研修）、�C心理診断法（28研修）、�D児童福祉全体の基礎知識（25研修）、一時保護職員では�@児童虐待（38研修）、�Aケースワークのあり方（34研修）、�B心理療法（25研修）、�C児童福祉全体の基礎知識（23研修）、�D児童相談所論（21研修）となっており、児童虐待はいずれの職種においても最多となっている（表9−1）。　研修形態との関係を見ると、基礎的知識に関する研修では講義形式69研修（53．9％）、参加型形式36研修（28．1％）、職場実習15研修（11．7％）であり、児童福祉論に関する研修では講義形式179研修（49．2％）、参加型研修132研修（36．3％）、職場実習30研修（8．2％）、援助技術等に関する研修では講義形式211研修（36．6％）、参加型形式186研修（32．2％）、職場実習30件数（5．2％）となっており、いずれの研修においても講義形式が多くなっているが、援助技術に関する研修では参加型研修も多い（表9−2）。　研修目的別では、基礎知識の習得が4．0日、高度知識、基礎的技術の習得がともに1．8日、高度技術の習得が2．2日となっている（表10−3）。（11）研修講師（MA．）　児童相談所職員が最多で75研修（46．9％）、次いで学識経験者66研修（41．3％）、外部の医師34研修（21．3％）等となっている（表11）。　研修目的別では、基礎的知識の修得を目的とした研修では児童相談所職員36研修（33．3％）、学識経験者22研修（20．4％）、外部医師15研修（13．9％）であり、高度知識の習得を目的とした研修では学識経験者24研修（31．2％）、児童相談所職員21研修（27．3％）、外部医師7研修（9．1％）、弁護士5研修（6．5％）、基礎的技術では児童相談所職員6研修（31．6％）、学識経験者4研修（21．1％）、高度技術では学識経験者10研修（33．3％）、児童相談所職員7研修（23．3％）、外部医師5研修（16．7％）となっており、知識・技術とも基礎的なものは児童相談所職員が、高度なものは学識経験者や外部医師等の外部講師が講師になっている比率が高い（表11−1）。　研修内容別では、基礎的知識に関するものでは児童相談所職員44研修（29．9％）、学識経験者27研修（18．4％）、本庁の行政職18研修（12．2％）等となっており、児童福祉各論では児童相談所職員167研修（40．8％）、学識経験者76研修（18．6％）、外部医師50研修（12．2％）、援助技術その他では児童相談所職員179研修（34．9％）、学識経験者126研修（24．6％）、外部医師83研修（16．2％）の順となっている（表11−2〉。（10）研修期間　3日以内の研修が129研修と全体の80．6％を占めており、最多は1日で55研修（34．4研修）となっている。1研修当たりの平均研修期間は3．2日である（表10、表10−1）。　なお、半数以上を専門職で充てている自治体の研修期間は平均3．6日、一般行政職を当てている自治体では2．9日となっており、専門職を充てている自治体の方が研修日数が多くなっている（表10−2）。（12）研修成果に対する評価の実施状況　研修成果に対して評価を行っていない研修が最多で93研修（58．1％）、次いで「研修終了後感想等をアンケートで聞いている」のが57研修（35．6％）、「研修終了後レポートを提出させる」が4研修（2．5％）等となっている（表12）。　実施主体別で見ると、児童相談所が全体で実施する研修では「評価なし」が55研修（67．1％）、アンケート21研修（25．6％）、レポート4研修（4．9％）、児童相談所単位で実施する研修では184一才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究r評価なし」が32研修（82．1％）、アンケート6研修（15．4％）といずれも評価の実施状況が低調であるのに対し、実施児童福祉主管課が実施している研修では4研修の全てがアンケートをとっており、また、県の研修機関が実施する研修ではアンケート12研修（85．7％）、委託先の民間研修期間でも7研修（77．8％）と評価の実施率は極めて高い（表12−1）。　研修の形態別に見ると、講義形式では「評価なし」が67研修（54．5％）、アンケート50研修（40．7％）、参加型の研修ではr評価なし」48研修（56．5％）、アンケート31研修（36．5％）、職場実習では「評価なし」が4研修（57．1％）、レポート、アンケート、テストがそれぞれ1研修づつ（14．3％）となっている（表12−2）。（13）当該研修に係る予算1研修当りの予算は、研修により格差が大きいが、平均では年額14万4千円となっている。予算額が0円の研修が27研修と最も多く、全体の16．9％を占めている（表13、図1）。　半数以上の職員を専門職で充てている自治体の研修の平均予算は15万3580円、半数以上を一般行政職で当てている自治体の研修では6万6450円となっており、専門職を充てている自治体の研修の方が予算が高くなっている（表13−1）。（14）意見・要望等（自由記述）　中央研修と自治体研修それぞれの位置づけや役割、中央研修のあり方に関する意見、要望、研修に係る課題等について自由記述を求めたところ、18自治体から意見等が寄せられた。中央研修に対しては、スーパーバイザーやリーダー養成研修等、より高度な専門的研修を期待するもの、最新の情報や知見の伝授を希望するもの、受講者の便宜を考慮して各ブロック別の研修を希望するもの、中央研修の受講定員の拡大を希望するものなどが主な意見として挙げられている。また、自治体では講師の確保が困難といった意見も数か所から出されている。w．考察（1）児童福祉司の任用状況と研修数、研修予算　等児童福祉司の半数以上を専門職で充てている自治体の研修と一般行政職で充てている自治体の研修を比較すると、研修数、1研修当たりの予算額とも専門職で充てている自治体の方が多くなっている。特に、全員一般行政職を充てている自治体の研修数が最も少なく、平均を大幅に割り込んでいる。このように、専門職を充てている自治体の方が研修は充実していると言える。　多くの自治体では人事の滞留を懸念して専門職配置に消極的であり、「一般行政職を任用しても、その後の現任研修等をきちんとやれば問題はない」とする自治体もあるが、今回の調査結果を見る限り、実態としては一般行政職を充てている自治体における研修の実施状況は低調といわざるを得ない。また、全員一般行政職の自治体で研修を全く実施していないところが2ヶ所見られたが、論外というほかない。研修の強化が喫緊の課題である。　また、一般行政職を充てている自治体の研修では知識の習得を目的としたものが多いのに対し、専門職を充てている自治体の研修では専門的な技術の習得に主眼を置いた研修が多くなっている。一般行政職では異動のサイクルが短いため、専門的技術の習得以前にまず知識を伝授する必要があるからであろう。そして、折角知識を習得しても、技術を習得する間もなく、異動により転出となってしまい、個人においても組織においても専門的技術の蓄積が困難になってしまう。この意味においても、児童相談所職員は専門職で充てるべきであろう。（2）研修の対象職員厚生労働省は「児童相談所運営指針」により、職種別や実務経験に応じた研修を行うなど、体系的な研修の実施に努めるよう指導している。しかし、殆どの研修が経験年数不問であり、また、他の職種や他の機関職員との合同研修であった。新任職員は無論のこと、経験年数を経るに従って求められる職務内容も高度化することから、経験年数に応じた研修は不可欠である。また、児童相談所は組織的対応が求められることから、職種を超えた共通認識が重要であり、そのためには、職種間の合同研修は必要と思われるが、それ以前の問題として、各専門職員が一185一日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集それぞれの専門性を十分備えていることが不可欠である。しかし、現実には職種別の研修は殆ど行われていない。自治体における研修の体系化が急がれるが、そのためには、中央研修と自治体研修の位置づけや役割について整理することも必要となろう。（3）研修の目的、形式等　現任研修においては、知識と技術のバランスの確保が重要と思われるが、全体的に基礎的知識の習得を目的とした研修が多くを占めている。また、技術習得を目的とした研修では、ロールプレイなど直接実践に結びつく実務訓練的な研修とグループ討議やケーススタディといった思考訓練的な研修とがバランスよく行われることが望ましいが、実際には後者の研修が大部分を占めている。新任職員の場合は基本的知識と基礎的技術の習得を目的とした研修を、経験年数を経るに従って高度知識と高度技術の習得を目的とした研修にシフトさせるとともに、技術習得を目的とした研修では実務訓練的な研修と思考訓練的な訓練のバランスを確保するなど、研修の体系化が望まれる。（4）研修期間　3以内の研修が全体の8割を占めており、1日だけの研修が最多となっている。特に、技術習得を図るにはまとまった期間の研修が必要と思われるが、現実には基礎的技術が1．8日、高度技術が2．2日にとどまっており、いずれも基礎的知識の習得を目的とした研修よりも短くなっている。（5）研修成果に対する評価　過半数の研修が成果に対する評価を実施していなかった。特に、この傾向は児童相談所が実施する研修に顕著であった。研修の専門機関である県や民間の研修所では大部分がアンケートを実施しているが、おそらく研修そのものへの感想等を聞いているものと思われ、本来の研修成果に対する評価にはなっていないのではないかと推測される。評価技法や評価システムの確立が課題となろう。（6）研修予算（7）意見・要望等　意見・要望に関する自由記述では、中央研修についてスーパーバイザーやリーダー養成研修等、高度な専門的研修を期待する意見と、新の情報や知見の伝授を期待する意見が多くを占めたが、自治体研修のあり方や中央研修との関係等に関する記述は見られなかった。中央研修、自治体研修にはそれぞれメリット、デメリットがあり、双方の研修が相互に補完し合い、連動し合うことによって初めて最大限の効果を発揮すると考えられることから、それぞれの位置づけや役割分担を明確化することが急務の課題と思われる。まとめ　本研究は2ヵ年計画であるが、初年度の今年は、全国の児童福祉主管課を対象に児童相談所職員に対する研修の実施状況等についてアンケート調査を行った。その結果、�@研修の実施状況について自治体間格差が大きいこと、特に、児童相談所職員に一般行政職を充てている自治体の研修は、専門職を充てている自治体の研修よりも研修数、研修予算等において貧困であること、�A実務経験年数や職種別に応じた研修など研修の体系化が図られていないこと、�B知識の習得を目的とした講義形式の研修に偏っており、実践的技術を習得させる研修が殆ど実施されていないこと、�C研修成果に対する評価が殆ど行われておらず、評価技法・評価システムの確立が課題となること、�D研修における中央・自治体の位置づけや役割分担が不明確であることなどの問題点や課題が明らかになった。　来年度は、研修の実態をさらに詳細に把握するため、研修の企画・実施者及び研修の受講者へのアンケート調査を実施するとともに、新たにスーパービジョンの実態に関するアンケート調査を実施し、児童相談所職員の効果的な資質向上方策について具体的な提言を行いたい。　最後に、ご多忙の中、アンケート調査に回答をいただいた都道府県・指定都市の児童福祉主管課の方々には心から感謝の意を表したい。一186一（表1）基本データ才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究　　　　　　　　　　　　　　　（表4・1）研修の企画主体と研修内容調査対象59か所基礎知識児童福祉各論援助技術・他計回答数42か所有効回収率71．2％研修数（％）研修数（％〉研修数（％）研修数（％）（表2）回答を得た研修数児童福祉主課　　31＆8）　　31＆8）　　1062．5）　　161000）研修数　160研修児童相談所　　5911．4）　211409）　246477）　　5161000）1自治体当り平均研修数　3．8研修研修を実施していない自治体　4か所県の研修機　　1047．6）　　419．0）　　733．3）　　211000）内　全員が専門職の自治体2か所内　全員が一般行政職の自治体2か所委託先の民研修機関　　623．1）　　415．4）　　1661．5）　　261000）半数以上が専門職の自治体4．3研修内　全員が専門職の自治体3．6研修その他　　416．0）　　832．0）　　1352．0）　　251000）半数以上が一般行政職の自治体3．4研修内　全員が一般行政職の自治体2．6研修（表5）専門職の任用状況と職種別研修の実施状況（表3）研修の実施主体半数以上専門職半数以上行政職実施主体研修数％職種別研修50（66．7％）57（67．1％）児童相談所（県全体）8351．9他の機関や他職種の合同研修25（33．3％）28（32．9％）児童相談所（児相単位）3924．4児童福祉主管課42．5計75（100．0％）85（100．0％）県の研修機関159．4（表5・1）研修の対象職種（MA）社会福祉協議会等民問委託95．6その他95．6職種研修数％無記入10．6児童福祉司11370．6計1601000心理判定員113706（表4）研修の企画主体一時保護職員8855．0その他815α6研修の企画主体研修数％児童福祉主管課53．1児童相談所12678．8県の研修機関148．8委託先の民間研修機関85．0その他148．8（表2）回答を得た研修数（表3）研修の実施主体（表4）研修の企画主体（表5）専門職の任用状況と職種別研修の実施状況（表5・1）研修の対象職種（MA．）一187一日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集（表5・2）研修の対象職種「その他」内訳A．児童相談所職員B．児童相談所以外の職員（表7）研修の目的・児童相談員・全職員・事務職員・保育士・保健婦・全専門職員・相談員・理学療法士・言語療法士・電話相談員・所長・管理職・受付相談員（11件）（10件）（7件）（6件）（5件）（5件）（5件）（2件）（2件）（2件）（2件）（2件）（1件）（1件）（1件）（1件）・児童福祉施設職員　　　　　　　　（21件）・学校関係者　　　（7件）・市町村児童福祉担当者　　　　　　　　　（6件）・医療機関　　　　　（2件）・外部療育関係者　　（2件）・家庭児童相談室　　（2件）・児童家庭支援センター　　　　　　　　　（1件）・社会福祉主事　　　（1件）・少年警察補導員　　（1件）研修の目的研修数％基礎知識の習得6540．6より高度な知識の習得4820．0基本的な技術の習得148．8より高度な技術の習得1911．9その他116．9無記入31．9計160100．0（表7・1）職種と研修の目的・電話相談員　　　　（2件）所長　　　　　　（2件）管理職　　　　　　（2件）受付相談員　　　　（1件）発達相談業務担当者　　　　　　　　（1件）相談調査員　　　　（1件）新任職員　　　　　（1件）　　　　　　　　　（1件）社会福祉主事　　（1件）少年警察補導員　（1件）児童福祉司心理判定員一時保護職員その他研修数（％）研修数〔％》研修数1％》研修数（％1基礎知識48（43．6）47（42．3）43（500》3814ヱ5》高度知識32（29．1）33（297》22〔256120（25，0》基本技術11（10。0）10（9．0》7（8．1》7（a8》高度技術11（100）14（12．6）9（105）10（12．5》その他8　（73）7〔6．3）5（5．8》5（6．3）（表6）対象職員の経験年数計110（1000》11111000》86（1000》80（1000》（表7・2）研修の目的と対象者の経験年数経験年数研修数％経験年数不問12175．6年数不1年未満1〜10年満10年以その他1年未満2515．653．11〜10年未満研修数％）研修数％）研修数％）研修数％）研修数％）10年以上00．0その他85．0基礎知識　3630．5）　2392．0）　　120．0）　　450．0）無記入10．6計16010α0高度知識　4639．0）　　225．0）（表6−1）専門職の任用状況と対象職員の経験年数基本技術　119．3）　14。0）　　120．0）　　112．5）経験年数半数以上専門職16自治体）（％）半数以上行政職22自治体）（％）高度技術　1512．7）　　360．0）　　112．5）経験年数不問60（80．0％）61（7L8％）1年未満8（10．7％）16（18．8％）その他　108．5）　14．0）1〜10年未満3（40％）3（3．5％）10年以上0（0．0％）0（0．0％）計　118100．0）　　25100．0）　　5100．0）　　8100．0）その他4（5．3％）4（4．7％）無記入0（0．0％）1（1．2％）計75（100．0％）85（100．0％）・発達相談業務担当者・相談調査員・新任職員（表6）対象職員の経験年数（表6−1）専門職の任用状況と対象職員の経験年数（表7・2）研修の目的と対象者の経験年数一188一　　　　　　　　　　　　才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究（表7・3）専門職の任用状況と研修の目的　　　　　　　（表8−3）研修の形態と対象者の経験年数研修の目的半数以上専門職16自治体）（％）半数以上行政職22自治体）（％）講義形式参加型職場実習その他計研修数（％》研修数（％1研修数（％1研修数（％）研修数1％1基礎知識の習得27（41．5％）38（58．5％）より高度な知識の習20（41．7％）28（58．3％）年齢不問896911016952．740．80．65．910α0基本的な技術の習得9（643％）5（35．7％）1年未満23105341より高度な技術の習15（78．9％）4（21．1％）56．124．412．27．3100．01年〜10年満437その他3（27．3％）8（72．7％）57．142．9100．0無記入1（33．3％）2（66．7％）10年以上0計75（100。0％）85（100．0％）100．0（表8）研修の形態（MA）その他10311471．421．47．1100．0研修の形態研修数％（表8−4）研修目的と研修の形態講義形式12578．1グループ討議等の参加型形式8553．1講義形式参加型職場実習その他計職場実習74．4研修数（％》研修数〔％》研修数（％）研修数（％1研修数（％》その他148．8（表8・1）研修の形態「その他」内訳基礎知識59205109462．821．35．31061000施設見学・訪問例研究・検討報交換・経験交流究発表デオ視聴法・他施策活用知識の習得8件件2件1件1件1件高度知識34300367507448004．51000基本技術108011952．642．1005．31000高度技術1217002941．458．60．0001000（表8・2）参加型研修の内容　（MA）その他77201643．843．812．4001000参加型研修の内容研修数％ロールプレイ2415．0診断法に関する添削等の課題達成訓練127．5ケーススタディ5232．5課題解決のためのグループ討議5433．8その他3　　1．9（表8）研修の形態（M．A．）　（表8・1）研修の形態「その他」内訳施設見学・訪問事例研究・検討情報交換・経験交流研究発表ビデオ視聴他法・他施策活用知識の習得件件件件件件8　42　11　1（表8−4）研修目的と研修の形態（表8・2）参加型研修の内容（M．A．）一189一（表9）研修の具体的内容日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集　　　　　　　　　　（表9・1）職種と研修の具体的内容研修の具体的内容研修数％研修の具体的内容児童福司心理判員一時保職員その他基礎的知識の　　習得社会福祉全体の基礎知識148．8児童福祉全体の基礎知識4025．0基礎的識の得社会福祉全体基礎知識128105児童福祉行財政論42．5その他1911．9児童福祉全体基礎知識32252319児童福祉各論児童相談所論301＆8児童虐待774＆1児童福祉行財論4332障害福祉2716．9少年非行3119．4その他1291010不登校3320．6児童福各論児童相談所論25182115いじめ106．3児童虐待55503835その他2012．5障害福祉23191716援助技術・　その他スーパービジョンのあり方63．8少年非行24201819ケースマネージメントのあり方2716．9不登校23241616ケースワークのあり方5433．8いじめ9655グループワークのあり方106．3その他1516118児童記録の作成方法2012．5援助技・そ他スーパービジンのあり方6543社会診断法23144心理検査技法2415．0ケースマネーメントのあ方24191612心理療法4326．9心理診断法2817．5行動診断法159．4ケースワークあり方51363421その他2716．9グループワーのあり方8874児童記録の作方法19121211社会診断法23161410心理検査技法14231211心理療法31422524心理診断法19281312行動診断法13121410その他17181513計459417338281一190一　　　　　　　　　　　　　才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究（表9・2）研修の内容と研修の形態　　　　　　　　　　　（表11）研修講師（MA）講義形式参加型形式職場実習その他計研修講師研修数％研修数（覧1研修数（％｝研修数〔％1研修数〔％1研修数〔％1児童相談所職員7546．9外部の医師3421．3基礎的識6936158128弁護士13a153928．111．76．3100．0学識経験者6641．3児童福論1791323023364本庁の行政職138．149236．38．26．31000その他5735．6援助技・他2111863020577（表11・1）講師と研修目的3a632．25．23．5100．0（表10）研修期間基礎的知高度知識基本的技高度技術その他研修期間（日）研修数％児相職員　　3633．3）　　2127．3）　　631．6）　　723．3）　　318．8）0．52817．51．05534．4外部医師　　1513．9）　　79．1）　　315．8）　　516．7）　　318．8）1．5〜3．04628．93．5〜5．0127．5弁護士　　32．8）　　56．5）　　00．0）　　13．3）　　212．5）6．0〜10．0159．412．010．6学識者　　22204）　　24312）　　421．1）　　1033．3）　　531．3）16．510．648．010．6本庁行政　　98．3）　　0α0）　　15．3）　　00．0）　　212．5）120．010．6計160100．0その他　　2321．3）　　2026．0）　　526、3）　　723．3）　　16．3）（表10・1〉平均研修期間1研修当り　3．2日　3日以内129／160（80．6％）計　1081αα0）　　7710α0）　　191αα0）　　3010巳0）　　1610α0）（表10）研修期間（表10・1〉平均研修期間1研修当り　3．2日　3日以内129／160（80．6％）（表10・2）専門職の任用状況と平均研修期間（表11・1）講師と研修目的（表11・2）講師と研修の内容（研修数）半数以上専門職（16自治体）半数以上行政職（22自治体）基礎的知識児童福祉各論援助技術・他研修数（％）研修数（％）研修数（％）平均研修期間3．61日2．94日児相職員44　（299）167　（408）179　（34．9）（表10・3〉研修目的別研修期間外部医師14　（95）50　（1Z2）83　（1a2）弁護士13　　（8．8）12　　（2．9）20　　（3．9）研修目的日数学識者27　（1a4）76　（18．6）126　（246）基礎的知識4．0本庁行政18　（12．2）22　（54）23　（4．5）高度知識1．8その他31　（21．1）82　（2α0）82　（1a　o）基礎的技術1．8計147（10α0）409（10α0）513（1000）高度技術2．2（表10・3〉研修目的別研修期間一191一日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集（表12）研修成果に対する評価の実施状況評価の実施状況研修数％うち、「0円」27研修（1a　g％）。最高「173万5千円」表13・1）平均予算額14万4千円評価を行っていない9358．1研修終了後レポート42．5研修終了後感想等をアンケート5735．6研修終了後テスト10．6半数以上専門職（16自治体）半数以上行政職（22自治体）その他31．9無記入21．3平均予算額15万3，580円6万6，450円計160100．0（表13）1研修当たりの予算　　　　　　　　　　　　　14万4千円うち、「0円」27研修（1a　g％）。最高「173万5千円」（表13・1）平均予算額（図1）当該研修に係る予算（表12・1）実施主体別評価状況評価しレポトアンケトテストその他計研修1％》研修1％1研修（％》研修（％》研修（％》研修（％》児童福祉管課4410001000児童相談所体5542128267．14925．62．41000児童相談所位32613982．115．42．6100．0県の研修機2121414385．71000委託民間機171911．177．8a6100．0その他27922．277．81000（表12・2）研修の形態別評価実施状況評価しレポーアンケトテスト’その他計研修数〔％1研修数（％》研修数（％）研修数（％）研修数（％1研修数（％）講義形式67350121235452．440．70．81．6100．0参加型48431118556．5473a51．21．2100．0職場実習41110757．114314．31431431000その他1012001376．97．715．40．00．0100．05040302010研修予算ヒストグラム100万以上100万未満．90万未満80万未満70万未満60万未満　　円50万未満　算　　　　　　　予・40万未満離30万未満20万未満10万未満00戸p甲｝芝−■■β甲』1垂、　　…1，　　ー■■、ヒヌ甲ー−�d．戸βξ一　∈　　　　’　〜■ー｛　　　　　　　　　ー’ρ』ミーン唱■『　5『　甲，　宜侶瞬『報〜，■く“、�`射鱗�o　　羅｝奪　　　　　　難、奪藁　諜　　　嚢薄　　　　　　　　・’厭、澤、’、、　　　　　　　　／一192一才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究研修に対する主な意見・要望等（自由記述：質問15）A平成13年度から研修の体系化を図る予定。・中央研修の受講定員の増加を。（弾力的対応）B新任児童福祉司が義務的に受講しなければならない研修を年度の早い時期に中央で（あるいはブックで）実施して欲しい。（自治体においては講師不足）C介入的援助を要する虐待事例等、児相の職員の重さを痛感させられる昨今の事情だが、資格制限よる人員配置（児童福祉司）だけでは、対応できない情況であり、対応に必要な基本的な知識、能習得のため、又スーパーバイザー養成のための中央研修が必要ではないか。自治体においは連携を強化する意図も含めて、異職種、他機関との合同研修に力点を置く研修を実施する方で分担できれば良い。虐待処遇においては、児童・保護者へのケア（心理）が必要と強調されならも、トラウマ等の評価、カウンセリング、心理療法適用の評価、技法、心理教育的なプログラム親、子）など、統合されているものがなく、対応も各自治体でまちまちのようであり、この辺の研修、究を中央研修として期待したい。D中央研修では、講師を多方面から幅広く選定できるように思われる。自治体研修では、旅費の問題ら、遠隔地からの講師をお願いすることは無理があるように思われる。E最近心理の方は資格（臨床心理士）の問題もあって大学で研修システムが充実してきていますが、れ以前の人たちに対する研修は各自の力量や研修に頼っている状況です。また、ワーカーにつましても同じようなことがいえます。個人差が大きいことやあるレベル以上の力がつきにくい状況見られます。研修システムの充実が望まれる。（予算の裏付け、及び制度としての位置づけが欲い）F中央研修にっいてはタイムリーな話題と高度な技術の習得に関するものを企画して欲しい。G被虐待児への対応に関する技術を習得できる研修内容を取り入れていただきたい。H�@各地で実施されている児童福祉関係の研修の一覧を示して欲しい。�A中央研修、ブロック別研、自治体研修をつながりのあるものに、又一人の職員が順次レベルアップを図っていけるような修体制を整備して欲しい。�B職種別のブロック別研修をもう少し充実した内容にしていきたい。1中央研修については，ほとんど関東圏で開催されるため参加に制限がある。ブロック別研修等により加しやすくしてもらえるとありがたい。J中堅〜スーパーバイザーの立場にある職員の研修を中央研修として企画してもらえると良い。K中央研修においては、児童虐待問題等、複雑化、困難化する児童に関する相談に対し、児相職員資質の向上を図るため、自治体研修に比べ、より高度な専門性をもった研修の設定をお願いしい。自治体の児童相談に関するリーダー的職員の養成のための児童相談所中堅職員研修、先県や海外の児童相談に関する取り組み、自治体研修の参考となるモデル研修等L知識を習得するような研修は比較的実施できているので、より実践的な技術（面接技術のロールプイなど）を身につけるような研修を実施して欲しい。M業務多忙及び緊急の対応が多く、研修への参加予定が立てにくい。予算面でも参加しにくいた、参加費用を国が負担する研修を開催して欲しい。N各自治体においても、独自に研修を実施していかなければならないとは思うが、国レベルでも、現研修からさらに踏み込んだ内容での職種別研修（児童福祉司、心理判定員、保護所職員）を実して欲しい。O中央研修といっても現在は全国社協、主要自治体に「委託」し専門官が基調講演を添えるという体である。研修のレベルを考えると、むしろ民間開催の講座や大学の集中講義etcの中で関連講座指定し、それらのメニューの中から選択的に受講させるようにした方がよいのではないか。P中央研修の回数、人数枠を増やしていただきたい。一193一日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集平成11年度に実施された研修の主なテーマ（抜粋）（質問10）1．　冨　　　　のサービス　．、のπ副　・冒祉　　の　・ソーシャルワーク理両囲の　近の　・’　　　　の　　に・けてノ　　カナ　　に’ける児里盲　、　π冒吐の現ら’シ　研　の　。π置の　　理心・　・と　　　員への　ノ副の現心と冒・　助と　冨冒　の　＿、冒　　とこれかbの　設運呂のあり一吐　　と地・ケアの展1ノート』の　　忌　、　　、課題　についての理ドメスティツク・バイオレンスと児星・　　への医　・　　識の習得1星副　　設の理子どもSOS　訟　　写呂の設置　旨及び　　について子どもの　1昌と　　公匪設と児　との閏の課8の　言児里・母子募　冒吐の現心と課題塁　　置　とは可か、子ど　の心を開く児塁■　の’と課題塁層設に’ける子どもの　旦支　と　利　昌のために塁盲　設に・　る　うについて・　　　設の　示の見子、言・珊少子　と　　田21子ども　ラン」門…　　児塁問題の　景、5　についてのロ識習得養護問題、養護施設の現状と課題行県の　皇盲　・　目冒　の行　・明児里目置　用　　　　について児塁冒吐　　の・　　としての…　及び平シ児呈冒　一　に　いて：所　　を　ることと　子』所調　目の　　の　要、詠所かり見た児塁説・児里冒　に．ノ　るもの・兄1所の5．子ど　の　1　・と呆昌所の現’について一　　　所に　ジし、　塁の几遇　行う一　　昌所の　　　・独　　を一みた芋習指轄のあり一　　昌所の役　と子どもの一　　昌所　員の　　ら行能　と　　の・上児　に’ける　　門　　の役。1の理の　　と理星　当所がかかえる　問題』児塁　象所に’けるッ日・課題と7　のあり　について塁　当所の　　　要の理塁　象所の　　　・昌理運呂について児塁　談所の且　と児呈　顎所運呂　・の　正6．子ど　　ノ」に関　る現心と・，心についてノ児正彙　」についてCAP子どもが　　かり　分を、るための　　　ログラムについてノ児の心理　5についてロール　レイで　児塁　’　、　　　問を想馬判所の　要及び児副　　28の　　’への　し・て　の　き’　　入、不ットワーク、　設川、　　ケア、心理・ア　ローチ♂ケースヘの巳　フ1入の　1について’と子どもの　　1そと’の鳳つき’の1・手弧きと、医　面かりみた　ノについて一194一才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究ノ　影についての　言・理　を深める’問題に’ける不ットワークによる子ど　の　　とトラ　マ子ど　の　♂・心の手弓きについて児里　’　　と子へのトリートメント児里　そ　ケース診児塁　ノ　リスクアセスメントモ7ル研九里　そ　　　としての・心、　　量調塁　♂，と心のケアについて児里　ノに’ける1　・助児星　’、の　芯、　　と現心里　♂の困　　　明への・心皇　’の　元　　　、　元・助ノ塁　’の・心一　　の取り且み児里　’の理　と　　県ノ、児　ノ防止不ットワークについて児里　そ　　1と一　呆　所　員の役割里月　　　かり見た児里　ノの問題小　ξ医かり　た　　’児里をめぐる厚　ノl　Rの通　　　の周　、通目の4　への川のあり　、その呆昌　への関わりノ児への心　　・ケアノ　ヘの理　、几遇　児里の呆呂ケア指�d’児　　への・心と　入　の几遇　　例　言ノ児里の心　メカニズム’1里の　　　　的側　についてADHDの診　とケアーLD・ADHDの　　と・心児の　　1言モ心　　目1の働所日魅の又谷と　　の　長　　　　目児のを　つ　　への児の　嚇について児　　行　の現心と課題目　の�d　　児の円　　1・ア　ローチ児の理　と・心に関　ること岡．、の　　児　　システムについて所に・ける　　　児　の　　　　を　び7　の児里　談ケース几遇に1用　る六　について術のノ隔噛　について夢ノー対，』不且x　のフリーパスの現’もについて・登　1塁への　泊揮　　によるかかわりについて。い：のッ日・課6�d　　も　　の現心・題、　子　　、について朋　の　■行　　ケースとチームワークワ、　父はどうなっているか　　明言・、調　、研九近の子　ての子ど　の　　とそのケア塁’　　へのかかわりノ・　　　サポート不ットの1　心況1について　える豆：xの里．スーノー　ソヨ7スーパービジ　ンの理両と一スマ　ソ　ン　の一スワー195一日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集ケースワークの基ケースワークの視＿を　ぶこどもと・き目うために〜インテークの　示〜几遇日針と　立　助計画のあり　をめぐっての心　のための面　の心得霊　　の　示　　昌、　目、　行、不且x当　助の理覗と・人　助の　1の理珊と　示一・心困　な　助面　　ン利用者との円滑な　　関、を　るために」一　ワーADHDのグループ指嚇　子どもグループ、　グルー　）ゑ児里記・票と取り　く番問題面接における基本姿勢とケース記録の取り方買　　　ゑ受理　接と　会診断．心　　　　　ゑP−Fスタティバウムテストを　心とした　明研多ロールシャッハテスト局子　児の　鴨チェックについて心理検査にっいて　える一風景　　法をめぐって一．心　　　zカ　ンセリンクのポイントカウンセリングマインドとはトラウマワークの習得働目　　　　’という　、，．、かbア　ローチ　るための、　　　1　・関わりの　術を習得　る多かりのア　ローチ1の幽1の理醐・治　　何を子ぷ決心・ア　ローチ・ブリーフセラピーの習得・見・呈　ン児里　一　設入所児里のカ　ンセリンクについて閉　の精　　1　・ア　ローチ風景　　1を　心とした　明研多論理療法の基礎知挫．心　　　　ゑ三：S−HTPの特徴と1用1」の理レボート　　のポイントSSTについてケース評価の基　理覗支　と　のケアコミュニケーション行槻　目とその対心について児里　昌　設における　　・問題を　つ子どもに対　る　助の　1員の　りを、・　5心理闘　　をジェンダー・視，、，、かり見回と関わることの忌　を　える・問題の　え　と・心同　　目のある母　への　助精　分1，け　の　　に対　る心理・　　・ア　ローチ近困　な　に・　る　し遇マナーを子ぶ総口・子習　　の開　について世’理覗地昌の　を引き　　　　　助電言　談のあり　〜　例を通じて〜呆　　1について．1一196一才村他：児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究。赫価b引の垂二饗緯〉∂ゆ当卸幻2聴。幅印國滞対ゆむ禦契二い∂‡燈．心契∂悩二初レ貸帥真瓢ゆ聴弔紳輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》二〇9其剃紳楡，oっ。二初」レヘ偲b息駆剰e談綱麗e身，廼い∂邪粕O足沸回e雲璽麟，面喪eり　　　　　　　　　　　　　　　　　。二粕唇》⊇‡如曲晦船−ー．N，胃聾一忌」暑e皿導e羅「湘過志」e朕細麗．並¢鰹ゆ槍蕪運簑過さゆ雑刃鎌蒙　　　　　　　　　　　　　　　　　　。価悩b唄の冊二蛭綿ゆ舶b悩舶禦製二細回．引e！勧n如麟謡邸鞠ノ載趣や濠繭”るり価，楚¢嬰ゆ槍円蚕oご食過さ�R聴幻鎌鞍。価悩む蜜契二雑回b》二〇息Φo翰過違，やe起ρ拐舶璽契二p宰初‡掴如超。っ鎌細総。h悩」刈過峯eO一粕ou皐一蹄綱購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い二〇息謙細寵．N。二知」、樋趨b，やe突事悩9聴幻鎌寝楚（齢癖聖ゆ煽霊り蘇理戴e竃蹄e々翠）Am寡勧↓、ーKゆ当り鮮竈轄酪《傘嘔毯語望傘（帥肇鰐お咽知灘猟eや擢螂響）←「○帰蔦綱羅穫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。価価の拘麹過さゆ赫選蝋や週無墜纒睾細哩嘩．鍾「（お糾墜纒睾細聖）霞縄転網蜜．。。」5掬砲過宙旧旭翼騨や匝夢貸碇纒駆細禦釦e痙唾，増「（愚畑峡）志纒曄翻聖N」い一竃餌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。旭価9聴幻鎌亥並過毒ゆ“幅姻簑嘔響肢灘駆細用台芯舶e過庫契ρ幻蝉杁如茸姻皿響瞳認当悼蝉，ρ》V聴の司鎌寝知崎e皿響霞縄理細蟹。幅編ρ刃（ね釦砲縄榔eぐ認遜璽詔傘躍選巡庫e蝶）き即む翼”懲塒二遷併　　　　　　　　　　　　　　　　　巡さゆ聴刃謙鞍b舶綿駆世鎌鞍掴鷹，一ooでoo　（ooトでの）　oっO　　図εoooうo　（oo卜噂oう）のO　牌蟹奪魯　瞳駅峯¢雀蝿騒ρ勾串機ロ　　　　　　　　　　螺夢纂如二麗緯　　　。赫悩b円⊇岳5懸碑Vρ掴卸掲掌ゆ弓旭幅9理R彊b2綱鶏．鞠喫契50甚碕騒綿申皿倒e駕さ侵，簑く宰悩二肋勺姦の丑u簡講，ゆり刃」記緯　　　　　　　　　　　　。二掬件宰“¢二匝緯や悩需」．Φ契」悩二知勺築帥艇聴罫旨b。b悩粕製塁二》宰狛釦騨b蜘蚕，慧い⊇燭鞠02沸蝋擢細講　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o始悩b唄∂垂二彊緯ゆ当赫柵網璽契二掴製勺い慰埋菰旺鯉蝦2や悩ロ�@一R。っ量oっ一餐脚．初禦契5即回勺9舶2駆臨く麗曝「員，｝栽旭悩二初勺や鐸南9篇．昔e震輪勺e鰻翼計．増》の拐鞠o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。卦柵9嶋》螺紳刃二契⊇翼鰍砲細照ゆ赫霊り堵樋獣e過志契∂幻鎌寝脚皿響遂纒卑細虫ゆむ緯息福職製�i・嚥聖掴報，慧》∂価初09遡冴侵，u｝‡。赫価9槍Peゆゆ価細曝い二〇2蟹翼聴密蝋最e£裂ゆ函砲遍逗餌巡e皿餐墜縄睾畑聖，”覇幻幻即価り槽濯罫脚稀鄭e尋卸宴申，ρ鞘卑砲樋蝋e雛八m恥勧！ζlK傘過霞ゆ舶想ま圖其“禎婁・圖ゆ斜禦リ噛嘔鋒慮纒曄畑寒，》」幻鰍脇塒栽Ne躯塒。。門．翼世巽賢屏，垣麗庫妊。赫柵9興ド罵粕刃刃”畑知魏砲鋼輕縛黙・撫帥迦峯e槍製ゆ区如引但餌賦e嘔響認鰹迷認馳墜編睾畑喫需槽愚囹隷名紋異b函国，ゆドρ悩粕碑”堵「母燈ゆ煽認り鳩帥｛遽e迦遡畑製」起⊇価＃杓に選”蝉田O。q興二世盤，起価。赫構9稗ドo聴掲麗麗為引置e塑−e絃姻e嘔響ゆ幅遵演息宴り，9稗》の翠肇輪・潔翠ゆ惚椌e申，息ゆ紺刃ゆ貿砲鯉te暴響慧蕪註網睾ゆ＃心宰紺2志講畢畑聖．世園。製⊇価9聴幻刃”ゆ幅翼獣砲「駅さ綱鷹即価認2糠9痴e群過凄出寓e皿響墜纒駆畑寒」　，9舶り噂薗難e細奄獄釧蟄ノ楚駒忘然さ珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。価悩b明の垂＃駆V轡．9蜜如R彊勺即聴艦軸》」嶺の亥”噛麺潮e養駕虜罰楚腺併．起悩。価幅b一∂壬b鰹緯刃幻りe糞鯉勺々韻楚》⊇粥宴灸緯想題淑．馨e徽螢　　　　　　（’」懸鶏）》二〇昆R頸勺e綱鶏ゆ赫認”噛帥糠9槍e過庫出、冒e曜鋒養潟葺畑頭（脚駕志出、相）禦　奪督噴謡評虫駕霞へーらミ辛あー〉　　　霞駕摩Φ灘螺蝋ゆ勾串粁田姻髄劇卵逝圖益雲唾　く斑車照姻韓一197一駆　臨　ノヘ　旧爬瓢　　細　　羅（綱麗ゆ赫認”噂沸快9縛e過富出碑e皿響霞溺翠細製）田雲興�p廿oっ一穏脚還　蝋麗即尉一犀鯉畑禦笹騒製翠底霞痩娼。U料⊃悩二初Uい刃美⊃得2幻U描、肩磐”。二杓製〉耐細縮弟旧園※日本子ども家庭総合研究所紀要　第37集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．（’枯」k麗碧藤綱麗e嚢価而野選蕪警藤綱麗）’届ト編費田娠e」−，稲嚢が荏e智恢絶．馳腿騰ゆ価題以迩庵、別剛b．眠頼ηゆト友u｝攣宙蜜岳阜tい四週e迩宙ゆ結け一蛭艇皿刃逡志蜜仔　旨匝甑　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　ロ．二�iK轟暑鰍車e鯨吟霞青駆康器Σ踵鉱　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）翠e申　．〇　一　　　　　　　　　　　　　　　　いに聖K塞卜誰叢．蝉　〉佃�aTおハト榊昨顯壌巡卜繋攣宙φ　…：ii■−ii■！軍iiii−−…−−ゆ巾�q田隈噸留日叱感魍ト遷捧■演iー■…、…■浜陛P氾津隔箱厩卍噂h囲；」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。二杓トP史困PO。る麹OF脚爾細ゆト珊桶心灸丑e麗」−、レニOU埋驕ゆ結け噛如耀昧ゆト夜”一畷岱迩廉　。O【匝蝦　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）摯e申　．O　…　　　　　　　　　　　響督亡e士終，O　　和韻咄糞�p卦　》　　刊踏鎗．oo　　塩幽e籠遠．�p　�o…！…：！…■…』乙ー…n！…i■…■−−…−…，…i■！…−…i…：−”油曝）厘隣晦隔熈劇駅−一一、」。ノ届」レ》薗PO6麹）て廿鶴ゆ繭ゆ極運拳套e選ー．】二9一隆羅e迩毒田踵賦。価価⊇葡田ゆ．O鍾田評．紀仲。　　　　　　　　　｝置ii暉臨ii：…i…：−、」二杓」−K麗ηP二〇U距簑過宙e迩凄繕珊　＝踵賦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伽　臼1．ー，ー。一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，oっ　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．�p　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り二搾縮豊尋疎智−塩州e迩康幅罰。謹証，q、，iレ昼iii−1，i・』ii，邑，，，』iiiiー；・！−iii−！i−i」　へ，i，，，曇，！ii，−，，，匹，−、…、，ii，9，−：5i：ーii：−，，｝釧q嘱，d帥，…，5，，i，ロ，！−i．鯉湿慰翻蠣，4詞‘i一　　　　　　　　嘱婿痘締剛9．O�p　　　　　　　　　　坦爆騨9．〇一　　　　　　　纈鼠綱鐙O「oo一　｝　　　　　　　　填艶漉顛＃．ト一　　　　　　誕櫓督拳e贈麗倒咽．〇一　　枳⊃需e心ーDトーミ熟，窯　　…　　　　択轄§よKI塾，薯　枳霜e六筑霧寝志．。う一　寒槍e希翁↓τK．鋼　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【摯e申．縷坦蓋聾】…　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）睾e申　．自　　皿　　　£つ．」，〇一　　軽姻降．�@　　由並猟塒も　．oっ　　翠鯉脚置，卜　　聾些酬蝦．��　　縄盗蕊睾網蝦ゐ　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鋸ゆ｝伸圓仲刺転】　｝　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）型e申　．寸　　一　　　　　　縄韓呵に鵡繭蝦．。う　縄累謬幽e茸型蔽藏駅。�p　縄景鰹欄e雌型蓮磐悼．一　…　‘−ー…！−ii−−−i；…匹iii…iii；iii■！−ii。1−；iii−ー，・！！ー−■！！ーh陣椥B璽撮璽催糟』．」　　　　　　　　　　　　　　　　。ノ∂杓」−Pぐ團PO，る麹》て恒如ψ細ゆ恒珊糖の灸仔e麗ト、》二〇旦即9e迩摩霜⊇埋蝋U拠廿一一督貯�@踵賦�o」，酢，，，鼻，臨，−i，，i、−i、一i，−，巳，−i，−，L，，，，，眉i，ー，…，…，ー，，，，．，i．−，酔，，…！！！−，！5．，，酢，，。ー，到釧噸，『晦．鼻，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縫濡hiミ本e倉霧e瑛箋騰》　｝「臼撫畿眠“俸」ゆ一■−態題塑蝦騰博雛羅陶凄趣巴順睡照駆檬階β繕脳躍−一咽…岱爪R謎i一一■」　　　　　　　　　　　　　　　　。二杓」ーP史困PO，る麹】て廿網贈繭ゆト珊誘φ灸仔e麗ト．p．δu面雀e申．桶而蝉穀焉即男宿遵馴興絶e雛攣醤⊥ミ，N馬謹掴。。踵醒，川，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）睾e申，寸　｝■！！ー、…i．ー…i■…：−ii軸囑隣隣砧−…層濃剛惧蛉燈藤鍔目R萬■揃・…慮濃謝凝卜一、−』。．」杓トP史困PO。る麹レマ極伽ψ聰ゆ廿罰蝋心灸仔e碍ド，レニO旦輿校e墨毒卜誕無　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）型e申．O　�o。漣灘心罐際幽魍牒鄭碍i瞳拠総�g隠雌虐照圃h鵬…健陶給磯瞭噂曝版峰鄭尚ー…陣恥駐灘濾圃薩i一r』．二杓」レぐ囲PO，る鮒9齪繭霧罰掻’套em囎ト．P二9嚢寒相e迩臨遥繊［：1甲5．レi，5一−一鼻臼1，1ー［，陰，！1，1一！！1ーーiiii．』一』，1，ー−ー−ロー墨・1・1・ー−一・，・ー。1−0・5響」・55，・ロ・，・塵・，−8・酢、ー、ー，，■』臼！鼻■1｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）摯e申　．嶋　　，…「9i■ー■…，…■…．！…i…・…円応耐ゆ湧，辱…隈畷魁ゆぼ断に碑！膜畷掛−「困…庖縣爆掛幾願。い咽，」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。’∂杓」ー秒、《圏PO6麹9椒囎繭ゆ廿罰語9奪e碍ト．P二9羅廿纒騨e賦響霊譲哀e迩毒樋湘遥甑｝　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）摯e申》　耐「i…i■…■…i’……！；■！…i1…ー！6�s瞬罎藩Ui逼！蹟解隆溜ゆ�d陣−府闇嘩−溜四．い」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。’柘トPぐ困秒05鞭レて価榊中晦ゆト罰掻’写e窪ー、y一9繭醤ゆ繕嫌夜e迩簑蝦寸踵舷　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　（〜翼鮭　　　　）桜幡馨雛　。四　　桜擁拠廿糾　．一　　�o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。二杓ドK緩ηヨ雀（）如蟹燈澤寵塚株，鍾姐蝉翼＃杓細回翌蘇蹄握課」，翼価。二杓ドPぐ困PO．b麹Or榊ゆ牌ゆト珊縄9硬牙e駅ド、レニOU7機蝋悔馨謬灸桜怜週叶珊塾製霞樋罰O巨賦　　　一1　　¶　　■　一　曾「　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）摯＄め　…　　　　趣翠巻巨昭eポ慮継．》　匪輩霞e瞭．。う　　塗倒蝦，N　　騰禦州皐鯉個駅・一　�o．．逆ーミ騨O，る賊レ菩齪睡螺罰掻’餐e毯�d髪Ω麺回倒e煙毒選国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）裂e申　　　　　　　　　　　　　　　（鋸榔）竃翠e語燈娼豊姦“＃．嶋　　　駆翠過毒e軽−d−…−−・…困魍濃遙翻醤灌想i一肝…憲繕縫禦妓『…雌鼎綴噛舞二杓」bぐ囲即O，る麹9齪邸ゆト翻掻ノ写e需ド，レニ9長州禦猟e墨庫”蝉堆さ．。　｝．》　…■肩8：！�oF糎掴．2岬接購製．僕捌満牒綱麗ゆト踵9枳か槍e帥堆庫出蝕柵e曜響握瀦里薗“駅一198一

